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   第 ４ 回   熊本県議会    決算特別委員会会議記録 

 

平成26年10月24日(金曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時22分休憩 

            午前11時24分開議 

            午前11時56分休憩 

            午後１時０分開議 

            午後２時13分休憩 

            午後２時17分開議 

            午後２時52分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第40号 平成25年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第45号 平成25年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第46号 平成25年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第49号 平成25年度熊本県林業改善資

金特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第50号 平成25年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第52号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第56号 平成25年度熊本県就農支援資

金貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 岩 下 栄 一 

        副委員長 田 代 国 広 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 堤   泰 宏 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 九 谷 高 弘 

欠席委員(１人) 

        委  員 橋 口 海 平 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

部 長 梅 本   茂 

政策審議監 濱 田 義 之 

経営局長 山 口 達 人 

生産局長 山 中 典 和 

農村振興局長 小 栁 倫太郎 

森林局長 岡 部 清 志 

水産局長 平 岡 政 宏 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

団体支援課長 山 口 洋 一 

農地・農業振興課長 本 田 充 郎 

農地・農業振興課政策監 川 口 卓 也 

担い手・企業参入支援課長 國 武 慎一郎 

流通企画課長 西 山 英 樹 

むらづくり課長 潮 崎 昭 二 

農業技術課長 園 田   誠 

農産課長 下 舞 睦 哉 

園芸課長 古 場 潤 一 

畜産課長 矢 野 利 彦 

首席審議員兼農村計画課長 荻 野 憲 一 

農地整備課長 池 田 雄 一 

技術管理課長 原   俊 彦 

首席審議員兼森林整備課長 長﨑屋 圭 太 

林業振興課長 江 上 憲 二 
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森林保全課長 塩 木 康 博 

水産振興課長 平 山   泉 

漁港漁場整備課長 原 田 高 臣 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長 渡 邊   茂 

       政策審議監 金 子 徳 政 

      道路都市局長 手 島 健 司 

      建築住宅局長 平 井   章 

        監理課長 成 富   守 

      用地対策課長 久 保 隆 生 

    土木技術管理課長 古 澤 章 吾 

      道路整備課長 宮 部 静 夫 

      道路保全課長 高 永 文 法 

      都市計画課長 松 永 信 弘 

      下水環境課長 宮 本 秀 一 

        河川課長 持 田   浩 

        政策監兼  

      河川開発室長 村 上 義 幸 

        港湾課長 平 山 高 志 

        砂防課長 緒 方 進 一 

        建築課長 田 邉   肇 

        営繕課長 深 水 俊 博 

        住宅課長 清 水 照 親 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

  首席審議員兼会計課長 福 島   裕 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

         局 長 牧 野 俊 彦 

         監査監 千 羽 一 樹 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

       議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開会 

○岩下栄一委員長 それでは、ただいまから

第４回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に農林水産部の審査を行い、

午後から土木部の審査を行うこととしており

ます。 

 それでは、これより農林水産部の審査を行

います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと考えます。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それでは、農林水産部長から決算概要の説

明を行い、続いて担当課長から順次資料の説

明をお願いいたします。 

 

○梅本農林水産部長 25年度の決算の全体概

要の御説明に先立ちまして、前年度の決算特

別委員会において御指摘のありました「施策

推進上改善または検討を要する事項等」のう

ち、当部に関係いたします部分につきまし

て、その後の措置状況を御報告いたします。 

 まず、各部に共通する事項として、未収金

の解消及び交通事故防止対策の２点がござい

ます。また、農林水産部の個別事項として

は、青年就農給付金事業及び就農支援資金貸

付金の不用額が１点、それから農地転用、農

用地区域からの除外の統一的な対応が２点目

でございまして、合わせて４点の御指摘がご

ざいました。 

 まず、１点目の未収金の解消ですけれど

も、22年に部内に未収金対策会議を立ち上げ

まして、各課における取り組みや課題を把握

するとともに、取り組み方針を定めて、部を

挙げて取り組んでまいりました。その結果、

25年度決算では、過年度分について督促や担

保の強化、計画的な納付や不納欠損の法的措

置などの取り組みをいたしまして、24年度末

から500万円減尐できました。けれども、一

方、新規賦課分の未収金が増加いたしまし
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て、未収金の総額では500万円増加いたした

ところです。今後も引き続き、部を挙げて全

力で解消に取り組んでまいります。 

 次に、２点目の職員の交通事故対策につい

てですけれども、改めて交通事故の防止に係

る通知を発出いたしまして、各課での例会や

研修により交通安全意識の高揚、それから交

通事故の根絶に取り組んでおります。今後も

反復継続して注意喚起に努めてまいります。

 ３点目、当部固有の指摘として、青年就農

給付金事業等における不用額の発生でござい

ますが、24年度が制度の初年度でございまし

た。そこで、市町村が給付する経営開始型を

中心に、農地要件などを満たさないケースが

ありましたことから、不用額の発生に結びつ

いたところでございます。 

 このため25年度からは、市町村への説明

会、新規就農者等に対する研修会を開催する

など、制度の周知に努めてまいりました。 

 青年就農給付金、おかげさまで、25年度は

準備型、経営開始型を合わせて640名の方々

が活用されており、全国一の給付実績となっ

ております。 

 最後に、４点目の農地転用、農用地区域か

らの除外の統一的な対応の御指摘でございま

したが、守るべき農地は守り、活用すべき農

地は活用するという基本的な考えのもとで運

用しておりまして、公平、公正の観点から統

一した取り扱いができるよう、市町村担当者

や農業委員会等に対する説明会を開催するな

どしてまいりました。 

 また、本年５月に施行されました農山漁村

再生可能エネルギー法に関しまして、県下で

統一した運用ができますように、県のガイド

ラインの策定をしたいと考えております。 

 続きまして、農林水産部における一般会

計、特別会計の平成25年度決算の概要につい

て御説明申し上げます。 

 説明資料１ページをお願いをいたします。 

 歳入につきまして、一般会計、特別会計合

わせまして、収入済み額が668億3,000万円

余、収入未済額が２億3,000万円余となって

おります。 

 また、歳出につきましては、支出済み額が

862億9,000万円余、翌年度繰越額が292億1,0

00万円余、不用額が63億9,000万円余となっ

ております。 

 翌年度繰越額の主な理由といたしまして

は、国の経済対策に係る農林水産業関係予算

の追加計上、設計・施工に関する地元調整や

工法の検討等に不測の日数を要したものでご

ざいます。 

 また、不用額につきましては、補助事業に

おける要望額の減等による事業量の減尐や事

業執行に伴う入札残でございます。 

 以上が農林水産部の決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては各課長から御説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課長

の田中でございます。 

 初めに、定期監査における指摘事項はござ

いません。 

 お手元の決算特別委員会説明資料に沿って

説明させていただきます。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 農林水産政策課の歳入につきましては、２

ページから５ページでございます。 

 ページの中ほど、不納欠損額、収入未済額

の欄がございますが、不納欠損額、収入未済

額ともありません。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 予算現額と収入済み額につきまして、差額

が大きいものを説明させていただきます。 

 上から６段目でございます。農畜産物売払
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収入につきまして、予算現額と収入済み額と

の比較で2,100万円余の増額となっておりま

すが、これは農業研究センターにおける農産

物の収量増などによるものでございます。 

 次に、歳出につきまして、主なものを説明

させていただきます。 

 ページ飛びまして、７ページをお願いいた

します。 

 上段の農業研究センター費の不用額1,227

万円余につきましては、人件費の執行残や経

費節減等に伴う執行残でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 下段の水産研究センター費の不用額1,271

万円につきましては、人件費の執行残や経費

節減等に伴う執行残でございます。 

 次に、資料変わりまして、附属資料の１ペ

ージをお願いいたします。 

 繰り越しについて説明させていただきま

す。 

 上段のフードバレーアグリビジネスセンタ

ー整備事業費及び下段の丸太等密度測定装置

実用化事業費につきましては、設計や関係者

との調整に時間を要したため繰り越したもの

でございます。 

 中段の農業公園施設整備事業費につきまし

ては、設計に時間を要したとともに、イベン

ト開催時期を避ける必要があったため繰り越

したものでございます。なお、この農業公園

施設整備の進捗率は０％となっております

が、９月１日現在のものでございまして、現

在は30％の進捗であり、年内に完了見込みで

ございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口団体支援課長 お手元の決算特別委員

会説明資料にお戻りいただきたいと思いま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 一般会計の歳入につきましては、10ページ

から13ページまでございますが、不納欠損は

ございません。また、収入未済額につきまし

ては、後ほど附属資料により御説明させてい

ただきます。 

 下の資料の11ページをお願いいたします。 

 下から２段目の農業経営改善促進資金貸付

金回収金につきまして、予算現額と収入済み

額との比較で2,000万円の減額となっており

ます。この資金は、短期の運転資金として、

貸し付け後年度内に回収しておりますが、資

金の需要が見込みを下回ったため、貸し付け

る必要がなかったものでございます。 

 次に、14ページから17ページまでが一般会

計の歳出でございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 上段の農業金融対策費の不用額3,020万円

余につきましては、備考欄の一番上に記載し

ておりますとおり、貸付金等の資金需要が見

込みを下回ったことや経費節減等による執行

残でございます。 

 続きまして、17ページをお願いいたしま

す。 

 水産業協同組合指導費の不用額1,090万円

余につきましては、事業量の減尐に伴います

執行残でございます。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計でございます。18ペ

ージと19ページが歳入で、18ページの下から

３段目、林業・木材産業改善資金貸付金償還

元金に不納欠損、真ん中あたりの欄でござい

ますが、710万円余がございますが、これに

つきましても後ほど、附属資料に基づきまし

て詳細御説明させていただきます。 

 また、右側の予算現額と収入済み額との比

較で、4,190万円余の減額となっております

が、これは収入未済額の発生、及び平成24年

度の貸付額が見込みを下回ったことによるも

のでございます。 
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 同じく18ページ２段目の繰越金につきまし

て、予算現額と収入済み額との比較で、４億

8,000万円余の増となっております。この資

金は、前年度の貸し付け残を全額翌年度に繰

り越すという仕組みになっておりまして、貸

し付け残が見込みより多かったために生じた

ものでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計の歳出でございます

けれども、上から２段目の林業・木材産業改

善資金助成金の不用額が２億9,000万円余生

じております。これにつきましては、資金需

要が見込額を下回ったためでございます。こ

れは貸し付け財源として次年度に繰り越すも

のでございます。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計でございます。 

 歳入につきましては、不納欠損はございま

せん。 

 ２段目の繰越金につきまして、予算現額と

収入済み額との比較で３億4,400万円余の差

がございますが、これは貸し付け残を繰り越

したことによるものでございます。 

 下から２段目の沿岸漁業改善資金貸付金償

還元金につきましては、予算現額と収入済み

額との比較で1,730万円余の減額となってお

りますが、これは収入未済額の発生、及び平

成24年度の貸付額が見込みを下回ったことに

よるものでございます。 

 次に、22ページ、歳出でございますけれど

も、差額が多いものはございません。 

 続きまして、別途資料の決算特別委員会附

属資料をお願いいたします。 

 60ページでございます。 

 60ページ、平成25年度収入未済に関する調

べのところでございます。 

 まず、上の行の一般会計では、農業改良資

金貸付金の元金3,070万円余と、その下の欄

の延滞違約金890万円余が収入未済となって

おります。農業改良資金の収入未済はすべて

過年度分でございまして、このうち本年９月

末現在で169万円余を収入済みといたしてお

ります。 

 次に、特別会計につきまして、林業及び漁

業関係の新技術の導入や設備の購入のための

無利子貸付金に未収金がございまして、中ほ

ど、中段の行の林業改善資金特別会計の林

業・木材産業改善資金につきまして、元金1,

570万余が収入未済となっておりますが、９

月末現在で160万円収入済みとなっておりま

す。 

 下段の表の沿岸漁業改善資金につきまして

は、上の段の元金で1,110万円余、下の段の

違約金450万円余、全体で1,570万円余が収入

未済となっておりますが、９月末現在で140

万円余を収入済みといたしております。 

 次に、61ページをお願いいたします。 

 上段は、収入未済額の過去３カ年の推移で

ございます。 

 １段目と２段目の漁協金融円滑化貸付金に

つきましては、元金、利子ともに平成24年度

に完済していただき、これに伴います５段目

の、ちょっと見にくうございますけれども、

延滞違約金について、現在分割納付をしてい

ただいているところでございます。 

 ３段目と４段目の農業改良資金と６段目と

７段目の林業・木材産業改善資金は、過年度

分の回収を進めたことと、現年度分の新たな

発生を抑えることができましたために、ここ

３年間減尐をいたしております。平成25年度

末の未収金は、延滞違約金を含めた前年度比

較で、農業改良資金で364万円余、林業・木

材産業改善資金は、不納欠損を含みますけれ

ども980万円余減尐をいたしております。 

 なお、８段目、９段目の沿岸漁業改善資金

は、延滞違約金を含めた前年度比較で420万

円余増加いたしております。これは魚価低迷

等により延滞が継続していることと、元金完

納に伴います延滞違約金の発生に伴いますも

のでございます。 
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 課の未収金全体で見てみますと、前年度末

に比べまして約960万円余の減尐となってお

ります。 

 次に、下の段の収入未済額の状況でござい

ますけれども、延滞者の数は表の右下のほう

に25と記載がありますが、25名でございます

が、実は元金と延滞違約金、両方延滞してい

る者がおられますため、全体の実人員は24名

でございます。そのうち23名は分割して納付

中でございます。 

 次に、62ページをお願いいたします。 

 平成25年度の未収金対策でございます。未

収金の回収に向けましては、できる限り分納

してでも償還していただくという方針で取り

組んでおりまして、分納計画を確実な納付に

結びつけますために、連帯保証人との連名の

分納誓約書を徴するということに取り組んで

おります。また、毎年度面接によりまして、

債務者や連帯保証人に対します催告を行って

おるところでございます。 

 未収金の回収につきましては、今後とも地

域振興局や農協、森林組合、漁協などの関係

機関と連携を図りまして、経営状況等も十分

把握いたしまして、早期回収に努めてまいり

ます。 

 次に、66ページをお願いいたします。 

 66ページは、平成25年度不納欠損に関する

調べでございます。これは、木材産業を営み

ます法人に対しまして、平成11、12年度に貸

し付けました林業・木材産業改善資金、両年

度合わせまして3,550万円余のうち、平成11

年度貸し付け分で110万円余、平成12年度貸

し付け分で600万円余の合計710万円余を不納

欠損いたしました。 

 これは、債務者、連帯債務者、連帯保証人

全員が破産したことによりまして、法的に弁

済を求めることができなくなり、これ以上回

収の見込みがなくなりましたことから、平成

26年２月議会で、権利の放棄に係る議決を得

て、不納欠損処分を行ったものでございま

す。 

 団体支援課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○本田農地・農業振興課長 農地・農業振興

課長の本田でございます。 

 当課においては、定期監査における指摘事

項はございません。 

 それでは、まず説明資料のほうにお戻りい

ただきたいと思います。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 23ページをお願いいたします。 

 当課に係る歳入につきましては、不納欠

損、収入未済ともございません。 

 上から６段目の人・農地問題解決推進事業

費補助につきましては、人・農地プラン策定

に係る市町村事業費に対する補助金でござい

ます。予算現額と収入済み額との比較で1,30

0万円余の減額となっておりますが、これは

市町村事業量の減尐に伴い最終的に減額とな

ったものでございます。 

 続きまして、資料の24ページをお願いいた

します。 

 下から２段目の農地集積推進事業費補助金

でございますが、こちらも人・農地プランに

係る農地集積協力金でございます。この取り

組みが最終的に完結しましたのが年度をまた

いでしまったために、1,500万円余の減額と

なっております。 

 続きまして、一般会計の歳出について御説

明いたします。 

 資料の25ページをお願いいたします。 

 ３段目の農業総務費でございますが、不用

額は、歳入で御説明しました国庫事業の人・

農地プランに係る農地集積協力金や、卖県事

業の農地集積等交付金、これらにつきまして

取り組みが年度をまたいでしまったことや、

市町村事業量の減尐に伴う執行残でございま

す。 
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 農地・農業振興課は以上のとおりでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 

○國武担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課長の國武でございます。 

 初めに、監査結果の指摘事項についてでご

ざいます。 

 市町村からの派遣職員に係る時間外勤務手

当の過年度支出について、御指摘をいただき

ました。 

 平成23年度及び24年度分の時間外勤務手当

について、派遣研修生も県職員と同様の事務

処理で支出されると誤認したことにより生じ

た支払い漏れ27万円余につきまして、過年度

支出を行ったものでございます。 

 原因は、事務処理に対する職員の理解不足

であり、再発防止を図るため、事務処理要領

を作成し、組織内での知識共有を図るととも

に、担当班長、課長補佐によるチェック体制

の強化、市町村研修生の受領確認を行うこと

といたしました。 

 それでは、説明資料の27ページをお願いい

たします。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 まず、歳入についての不納欠損、収入未済

額はございません。 

 予算現額と収入済み額との比較で、差額が

大きなものについて御説明いたします。 

 １ページおめくりください。 

 一番上の段の国庫支出金につきまして、予

算現額と収入済み額との比較で４億7,000万

円余の減額となっていますが、これは３段下

の農業・食品産業強化対策整備交付金の経営

体育成支援事業分でございます。本年２月の

雪害復旧緊急対策分を含めまして12億8,000

万円余の予算計上をお願いしましたが、平成

26年度への繰り越し及び事業要望の減尐に伴

い減額となったものでございます。 

 続いて、１ページをおめくりいただきまし

て、資料の30ページをお願いいたします。 

 下から２段目でございます。青年就農給付

金事業補助金につきまして、予算現額と収入

済み額との比較で3,800万円余の減額となっ

ていますが、これにつきましては、予算計上

に見込みました対象者数の減などに伴いまし

て減額となったものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳出について御説

明いたします。 

 資料は、１ページおめくりいただき、32ペ

ージをお願いいたします。 

 主なものについて御説明させていただきま

す。 

 １段目の農業改良普及費につきまして、翌

年度繰越額が１億円生じています。これは農

業参入企業の加工施設整備に対する６次産業

化推進・加工施設整備支援事業の繰り越し分

でございます。 

 事業の進捗につきましては、後ほど繰越事

業調べで御説明させていただきます。 

 また、不用額が8,600万円余生じていま

す。その主な内訳は、補助金の要望減等に伴

う執行残でございますが、農業参入企業支援

強化事業での事業計画の変更や、青年就農給

付金事業での対象者数の減に伴うものなどで

あります。 

 ２段目の農業構造改善事業費について、翌

年度繰越額が５億6,000万円生じておりま

す。これは、本年２月の大雪被害に対する雪

害復旧緊急対策の経営体育成支援事業の繰り

越し分でございます。また、不用額１億1,00

0万円余につきましては、補助金の要望減等

に伴う執行残でございます。 

 続いて、資料の33ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の農業指導施設費について、翌年度

繰越額が4,800万円余生じています。これは

農業大学校の施設整備、担い手育成教育基盤

等緊急整備事業の繰り越し分でございます。

また、不用額1,300万円余につきましては、
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農業大学校の非常勤講師報酬の執行残や経費

節減等に伴う執行残でございます。 

 一般会計に関しての説明は以上でございま

す。 

 次に、資料の34ページをお願いいたしま

す。 

 新規就農者に対しての就農のための資金を

貸し付ける就農支援資金貸付特別会計の歳入

でございますが、歳入についての不納欠損、

収入未済額はございません。 

 ２段目の繰越金の予算現額と収入済み額と

の比較で、7,300万円余の増額となっており

ますが、これは平成24年度の貸付額が予定よ

り尐なかったことによるものでございます。 

 続いて、35ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 １段目の就農支援資金貸付金につきまして

は、2,500万円余の不用額が生じています

が、これは25年度の貸し付け申し込みが貸し

付け枠より尐なかったことに伴う執行残でご

ざいます。 

 それでは、別冊、附属資料の２ページをお

願いいたします。 

 繰越事業調べでございます。 

 １段目の雪害復旧緊急対策経営体育成支援

事業につきましては、速やかな復旧支援とい

うことで２月補正で予算の計上をいただき、

全額を繰り越しております。 

 進捗状況につきましては、被災農業者の方

が、おのおのの作物の作付などに応じて計画

的に復旧に取り組まれており、年度内に完了

する予定であります。 

 ２段目と３段目の各事業につきましては、

計画及び設計の変更に日数を要し、年度内に

事業が完了することが難しく事業を繰り越し

ましたが、既に完了いたしております。 

 担い手・企業参入支援課からの説明は以上

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○西山流通企画課長 流通企画課でございま

す。 

 まず、当課におきまして、定期監査におけ

る公表事項はございません。 

 次に、説明資料の36ページをお願いいたし

ます。 

 一般会計の歳入について御説明をいたしま

す。 

 当課に係る歳入につきましては、不納欠損

額、収入未済額ともございません。 

 予算現額と収入済み額との比較で、５億7,

630万円余の減額となっておりますが、その

内訳としまして、上段から３段目の６次産業

化ネットワーク活動交付金を、平成26年度へ

繰り越したため減額となったものでございま

す。 

 続きまして、37ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳入につきまして御説明をいた

します。 

 下段の農業総務費でございますが、予算現

額９億9,440万円余に対しまして、支出が４

億550万円余となっております。不用額は1,2

50万円余でございます。不用額を生じた理由

といたしましては、備考欄に記載しておりま

すとおり、業務委託の入札に伴う執行残、事

業減尐、経費節減に伴う執行残などでござい

ます。 

 続きまして、附属資料の３ページをお願い

いたします。 

 ２月補正で予算措置をいただきました経済

対策分につきまして、合計で７カ所の５億7,

630万円余の繰り越しを行いました。いずれ

の事業も本年度末の事業完成を見込んでおり

ます。 

 流通企画課は以上のとおりでございます。

御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

○潮崎むらづくり課長 むらづくり課長の潮

崎でございます。 

 当課におきまして、定期監査における指摘
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事項はございません。 

 説明資料の38ページをお願いいたします。 

 歳入についてですが、不納欠損及び収入未

済はございません。 

 予算現額と収入済み額との比較で、増減額

が大きいものについて説明をいたします。 

 まず、上から２段目の県営中山間整備事業

費分担金でございます。これは農家からの分

担金になりますが、区画整理の事業量の減尐

に伴い2,000万円余の減額となっておりま

す。 

 ３段目の負担金は市町村からの負担金にな

りますが、農道や用排水路などの事業量がふ

えたことから、1,900万円余の増額となって

おります。 

 39ページをお願いいたします。 

 上から３段目の農山漁村地域整備交付金の

マイナス４億1,900万円余につきましては、

県営中山間地域総合整備事業で翌年度への繰

り越しが生じたため、その分の国の交付金収

入が減ったものでございます。 

 次に、歳出に関してですが、主なものにつ

いて説明をいたします。 

 41ページをお願いいたします。 

 最下段の農業総務費の不用額710万円余

は、事業量の減尐や経費節減などによる執行

残でございます。 

 次、42ページをお願いいたします。 

 農作物対策推進事業費の不用額616万円と

次の段の農業構造改善事業費の不用額439万

円は、ともに事業量の減尐や経費節減などに

よる執行残でございます。 

 次、43ページをお願いいたします。 

 ３段目の土地改良費につきましては、予算

現額24億3,000万円余のうち、年度内完了が

困難な７億6,300万円余を翌年度に繰り越し

ております。また、916万円の不用額が出て

おりますが、これは事業量の減尐や経費節減

などによる執行残でございます。 

 次に、繰り越しについて説明をいたしま

す。 

 附属資料の４ページをお願いいたします。 

 まず、明許繰越について５ページまで記載

をしております。県営中山間地域総合整備事

業におきまして、合計で12カ所の７億5,400

万円余を繰り越しいたしました。いずれも中

山間地域における区画整理や農道、用排水路

などの基盤整備でございまして、３月末まで

には完了をいたします。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 事故繰越でございます。中山間地域総合整

備事業の平成24年度経済対策分で、１カ所の

事故繰越がございました。これにつきまして

は既に５月に完了をしております。 

 むらづくり課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○園田農業技術課長 農業技術課の園田でご

ざいます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、一般会計の歳入について御説明いた

します。 

 説明資料の44、45ページをお願いいたしま

す。 

 歳入につきまして、農業技術課について

は、不納欠損、収入未済額ともございませ

ん。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料の46ページをお願いします。 

 まず、総務費ですが、繰り越し、不用額と

もございません。 

 次に、農林水産業費の農業総務費及び農業

改良普及費ですが、不用額は各地域振興局の

普及指導員等の職員の給与費の執行残、及び

経費節減に伴う執行残でございます。 

 続きまして、資料の47ページをお願いしま

す。 

 農業振興費、農作物対策費及び植物防疫費
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でございますが、不用額は経費節減に伴う執

行残でございます。 

 農業技術課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○下舞農産課長 農産課長の下舞でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 農産課におきましては、定期監査の公表事

項はございません。 

 資料の48ページをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額及

び収入未済額はございません。 

 一番上の段の国庫支出金の予算現額と収入

済み額との比較が22億8,726万円余の減とな

っておりますが、この内訳の主なものを説明

いたします。 

 まず、２段目の農業・食品産業強化対策整

備交付金(生産総合事業)が17億5,210万円余

の減となっております。これは事業費の減が

６億7,095万円、及び国の補正予算分などの

事業を平成26年度に繰り越したことによる減

10億8,115万円でございます。 

 次に、５段目の地域の元気臨時交付金が５

億1,827万円の減となっておりますが、こち

らは事業費の減に伴うものでございます。 

 ６段目の諸収入については、７段目の市町

村精算返納金における予算現額と収入済み額

との比較が104万円余の増になっております

が、各事業の消費税相当額の確定等に伴う返

納金でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料の49ページでございます。 

 ３段目の農林水産業費の農業総務費です

が、不用額79万円余は人件費の執行残でござ

います。 

 次に、農作物対策費ですが、繰越額11億8,

462万円余につきましては、後ほど別とじの

附属資料で御説明いたします。 

 次に、不用額14億538万円余の内訳としま

しては、備考欄に記載のとおり、入札等の残

が11億9,826万円、事業量の減尐による残が

２億218万円余、旅費や一般需用費等の経費

節減を図ったことによる残が493万円余でご

ざいます。 

 続きまして、別とじの附属資料の繰り越し

事業について御説明申し上げます。 

 ７ページ、８ページをお願いいたします。 

 まず、７ページの生産総合事業、表の一番

左の事業名のところでございますが、５カ所

につきましては、資材の入手困難、建設地の

地質調査の結果、設計の見直し等地元調整に

不測の期間を要したことによりまして繰り越

したものでございます。既に全地区事業完了

しております。 

 次に、７ページから８ページにかけての生

産総合事業(Ｈ25経済対策分)４カ所につきま

しては、国の経済対策に伴い２月補正で成立

した予算であるため、全額繰り越したもので

ございます。なお、９月１日時点の一部進捗

率が低い箇所がございますが、早期完了に向

け適切に指導してまいります。 

 ８ページの次世代水稲品種育成加速化事業

４カ所につきましては、当事業に関する農研

センターの施設整備でございます。試験研究

の特殊施設等に対応するため、設計・施工等

に調整を要したことによる繰り越しでござい

ます。なお、９月１日時点で一部進捗率が０

％及び低い箇所がございますが、早期完了に

向けて適切に指導してまいります。 

 農産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○古場園芸課長 園芸課長の古場でございま

す。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 次に、一般会計の歳入について御説明をい

たします。 

 資料の51ページをお願いいたします。 
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 園芸課の歳入は、稼げる農業園芸産地育成

対応事業補助金消費税分の返還でございま

す。補助を受けた農家が消費税課税事業者で

あることが判明し、補助金の消費税分１万9,

000円余を返還するものでございます。な

お、不納欠損、収入未済額ともございませ

ん。 

 続きまして、歳出について御説明をいたし

ます。 

 資料52ページをお願いいたします。 

 下段の農作物対策費でございますが、不用

額につきましては、入札残及び経費節減に伴

う執行残でございます。 

 続きまして、別とじの附属資料の繰越事業

について御説明をいたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 次世代型ハウス環境制御システム確立事業

でございますが、設計に時間を要し、工期が

確保できなかったため繰り越したものでござ

います。試験に支障がないよう11月には完了

いたします。 

 次に、プレミアムデコポン生産システム確

立事業でございますが、こちらも設計に時間

を要し、工期が確保できなかったためでござ

います。 

 園芸課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○矢野畜産課長 畜産課の矢野でございま

す。 

 まず、定期監査における指摘事項について

御説明いたします。 

 家畜保健衛生所手数料過徴収について御指

摘をいただいております。熊本県手数料条例

に基づき、その一部が国の告示による家畜共

済診療点数表に定める額を用いて徴収をして

います。 

 今回の過徴収は、国の告示が改正され、診

療点数が引き下げられたにもかかわらず、従

前のままの手数料を徴収していたことが原因

でございます。 

 過徴収の額は、平成23年度、24年度合計で

３万1,220円、対象は12名でございまして、

判明後直ちに各戸を訪問して直接説明、謝罪

し返還をいたしました。 

 今後の再発防止策としましては、まずは家

畜保健衛生所に備える各種手数料一覧表の作

成に当たって、農林水産省の告示の変更を確

実に把握、反映する仕組みづくりを構築いた

しました。さらに、国の告示による家畜共済

診療点数をそのまま引用する県手数料条例の

規定の方法にも一因があるということから、

検査の項目ごとに金額を明記する規定の改正

を進めてまいります。このように、組織を挙

げて再発防止策に努めてまいります。 

 続きまして、説明資料53ページをお願いい

たします。 

 歳入につきましては、53ページから56ペー

ジまででございますが、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 予算現額と収入済み額との差が大きいもの

について説明をさせていただきます。 

 56ページをお願いいたします。 

 下から３段目の各種団体精算返納金につき

まして、予算現額と収入済み額との比較が2,

485万円余の増となっておりますが、社団法

人生乳検査協会が平成25年３月に解散したこ

とによりまして、県から出資していた資金が

返還されたことによる増でございます。 

 続きまして、57ページをお願いいたしま

す。 

 次に、歳出について説明させていただきま

す。 

 １段目の総務費につきましては、翌年度繰

越額及び不用額ともございません。 

 ３段目の畜産総務費の不用額は、主に職員

給与費の執行残でございます。 

 最下段の畜産振興費の不用額3,448万円余

の理由につきましては、右の備考欄に内容を

記載しておりますとおり、主に事業量減尐に
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伴う各種補助金の実績減によるものでござい

ます。 

 翌年度繰越額の１億3,111万円余につきま

しては、くまもとブランド和牛種雄牛作出事

業及び循環型構築連携体制強化事業分でござ

います。こちらにつきましては、繰り越し事

業の中で説明させていただきます。 

 58ページをお願いいたします。 

 ２段目の家畜保健衛生費は、不用額1,776

万円余の残でございますけれども、右の備考

欄に内訳を記載しておりますとおり、人件費

の執行残や家畜保健衛生所施設整備事業の入

札に伴う執行残でございます。 

 最下段の草地開発の翌年度繰越額4,158万

余につきましては、草原再生・草地畜産研究

所整備事業分でございます。こちらについて

は繰越事業調べの中で御説明させていただき

ます。 

 続きまして、別冊の決算特別委員会附属資

料10ページをお願いいたします。 

 １段目のくまもとブランド和牛種雄牛作出

事業、３段目の草原再生・草地畜産研究所整

備事業は、いずれも国の経済対策の基金を活

用した補正予算による事業で、農業研究セン

ターの施設等の整備を行うものでございま

す。いずれも設計に時間を要し、工期が確保

できなかったことから繰り越したものでござ

います。 

 循環型耕畜連携体制強化事業につきまして

は、自給飼料の増産、堆肥の広域流通、環境

問題の取り組みに対する事業でございますけ

れども、資機材の不足等不測の日数を要した

ため繰り越したものでございます。 

 畜産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○荻野農村計画課長 農村計画課荻野でござ

います。 

 定期監査の結果、公表事項はございませ

ん。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 説明資料の59ページをお願いいたします。 

 上から２段目でございますが、国営土地改

良事業費負担金で、収入未済額が8,233万円

余ございます。この収入未済額につきまして

は、国営土地改良事業として実施いたしまし

た横島地区、矢部地区及び羊角湾地区の受益

者負担でございまして、これに係る収入未済

でございます。これにつきましては、後ほど

附属資料で御説明させていただきます。 

 次に、59ページの５段目以降の国庫支出金

及び繰越金につきましては、不納欠損額、収

入未済額ともにございません。 

 下から２段目の農山漁村６次産業化対策事

業費補助及び、次のページになります60ペー

ジ２段目の農村地域防災減災事業費補助にお

ける予算現額と収入未済額の比較は、繰り越

しによる減となったものでございます。 

 続きまして、60ページ３段目、震災対策農

業水利施設整備事業費補助、４段目、農業水

利施設保全合理化事業費補助における予算現

額と収入済み額との比較の額は、国庫内示減

に伴い減となったものでございます。 

 61ページをお願いいたします。 

 諸収入でございますが、不納欠損額、収入

未済額ともにございません。 

 次に、歳出につきまして御説明いたしま

す。 

 62ページをお願いいたします。 

 ３段目の農地総務費でございますが、これ

は主に職員給与費でございます。不用額は人

件費の執行残でございます。 

 次に、土地改良費でございますが、62ペー

ジから63ページにかけまして備考欄に内容を

記載しておりますように、国営土地改良事業

直轄負担金ほか各種土地改良事業に要した経

費でございます。不用額の５億4,440万円余

は、事業減尐に伴う執行残等でございます。

 不用額の多い事業といたしまして、県営土
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地改良調査計画費(緊急経済対策分)事業の不

用額が約５億円ございます。これはダム、た

め池、排水機場、海岸堤防等の土地改良施設

の耐震調査等を実施した分の事業減尐に伴う

執行残でございます。 

 繰越額の２億790万円余につきましては、

附属資料にて説明させていただきます。 

 次に、63ページをお願いいたします。 

 下段の農地防災事業費でございますが、こ

れは横島地区で実施しております国営の直轄

海岸保全事業の県負担金でございまして、繰

越額はございません。 

 次に、繰り越しについて御説明いたしま

す。 

 附属資料の11ページお願いいたします。11

ページから16ページが農村計画課分でござい

ます。 

 事業といたしましては、農業農村整備調査

計画費、県営土地改良調査計画費、農業農村

整備推進交付金事業費、小水力発電導入モデ

ル事業費、地域資源活用型農業用水確保対策

事業費、県営土地改良調査計画費(Ｈ25経済

対策分)の６事業で繰り越しを行っておりま

す。 

 16ページをお願いいたします。 

 繰越額につきましては、合計27カ所で総額

２億790万円余でございます。 

 繰り越しの主な理由といたしましては、国

の経済対策に伴い２月補正で成立した予算で

あることや、資材の入手難、入札不調等で不

測の日数を要したためやむを得ず繰り越した

ものでございます。 

 なお、調査費要求後に事業要件を満たさな

いことが判明し調査を打ち切った１地区を除

いては、年度内に完了する見込みでございま

す。 

 次に、附属資料の63ページお願いいたしま

す。 

 収入未済に関しまして御説明いたします。 

 まず、左下にあります参考１のところに、

国営土地改良事業費負担金の流れを書いてお

ります。国営土地改良事業の受益者負担につ

きましては、県が一括して国に納付いたしま

す。県の債務者は土地改良区で、土地改良区

が受益農家から負担金を徴収し、県に納付す

る仕組みとなっております。 

 次に、63ページの１及び２について説明い

たします。 

 国営土地改良事業費の負担金の収入未済額

は8,200万円余で、該当する地区は横島、矢

部、羊角湾の３地区となっております。この

うち約４分の３が矢部地区になります。 

 国営土地改良事業の負担金につきまして

は、22年度末には１億円を超えておりました

が、土地改良区への指導を強めることで、23

年度、24年度と徐々に削減してきました。一

方、24年度から25年度にかけて1,500万円増

加いたしましたので、それの理由につきまし

て説明いたします。 

 右下の参考２をごらんください。収入未済

額を過年度分と現年度分に分けて整理してお

ります。過年度分につきましては1,300万円

余の徴収ができました。一方、新規賦課金の

対象である矢部地区におきまして、これまで

徴収率を上げるために徴収の前倒しをやって

きておりましたため、新規賦課の最終年であ

る平成25年度においては、徴収対象者が未納

者中心となり、新規賦課金7,300万円余に対

して徴収額が4,400万円余にとどまりまし

た。この結果、昨年度よりも収入未済額が増

加したものでございます。なお、平成26年度

以降は新規賦課がありませんので、今後は減

尐していくことになります。 

 64ページをお願いいたします。 

 平成25年度の未収金対策でございます。平

成25年度につきましても、未収金解消計画の

策定やヒアリングなどにより土地改良区の指

導を行ったほか、土地改良区が行う臨戸徴収

に同行するとともに、未納者の所有する農地

の売却の支援や企業参入のあっせんなどによ
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る営農指導も実施しております。この結果、

それぞれの地区において分割納付が継続され

ております。 

 なお、最後に、収入未済額の大部分を占め

る矢部地区につきましては、25年度末に理事

長以下役員の交代がありましたので、新役員

による理事会に県からも出席し、任期４年の

間で未収金問題を解決するための未収金解消

に向けた行程表を作成していただきました。

この結果、９月末までに400万円の納付があ

りました。今後、この行程表に基づき未収金

が解消されるように努めてまいります。 

 農村計画課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○池田農地整備課長 農地整備課長の池田で

す。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 説明資料の64ページをお願いします。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 不納欠損額、収入未済額はございません。 

 分担金及び負担金について65ページまで記

載しております。予算現額と収入済み額との

比較で増減が生じております。これは主に予

算計上後に分担金と負担金の間で異動が生じ

たことによるものでございます。 

 66ページをお願いします。 

 国庫支出金でございます。これは土地改良

事業や災害復旧事業に対する国庫補助金等で

ございます。 

 66ページ２段目の農地費国庫補助金で、予

算現額と収入済み額との比較で62億3,300万

余の差が生じておりますが、主に繰り越しに

よる減でございます。 

 68ページの２段目をお願いします。 

 災害復旧費国庫補助金でございます。同じ

く８億2,800万余の差が生じておりますが、

主に国庫内示減及び繰り越しによる減でござ

います。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 70ページをお願いします。 

 １段目の総務費の一般管理費でございます

が、不用額はございません。 

 ２段目からは、農林水産業費の農地費でご

ざいます。 

 まず、農地総務費でございますが、不用額

の1,000万余につきましては、人件費の執行

残及び土地改良事業の国庫出金返納金の執行

残でございます。 

 次に、その下、土地改良費でございます

が、県営かんがい排水事業を初め各種土地改

良事業に要した経費でございます。 

 翌年度繰越額については、後ほど別冊の附

属資料で説明いたします。 

 不用額の６億8,700万余につきましては、

事業計画の変更等に伴う事業量の減尐及び入

札残等に伴う執行残でございます。 

 次に、71ページをお願いします。 

 農地防災事業費でございますが、海岸保全

事業を初め各種防災事業に要した経費でござ

います。 

 翌年度繰越額については、後ほど別冊の附

属資料で説明いたします。 

 不用額の２億2,600万余につきましては、

事業計画の変更等に伴う事業量の減尐及び入

札残等に伴う執行残でございます。 

 同じページの一番下の段をお願いします。

災害復旧費の農地災害復旧費でございます。

被災した農地、農業用施設の復旧に要した経

費でございます。 

 翌年度繰越額については、後ほど別冊の附

属資料で説明いたします。 

 不用額の２億8,100万円余につきまして

は、事業計画の変更等による事業量の減尐に

伴う執行残と、国からの内示額が予算額を下

回ったことによる執行残でございます。 

 次に、別冊の附属資料17ページをお願いい

たします。 

 明許繰越について、17ページから29ページ
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まで記載しております。 

 繰り越しの主な理由は、設計及び施工計画

に関する地元調整に不測の日数を要したこ

と、用地交渉等に不測の日数を要したこと、

及び国の経済対策に伴い２月補正で成立した

予算について適正な工期を確保するため、や

むを得ず繰り越したものでございます。 

 工事の実施時期について、地元関係者との

調整が必要なことから進捗率が低い地区がご

ざいますが、10月以降調整の支障がなくなっ

たことから進捗率が上がってきており、事業

効果が早期に発現できるよう、工事の完了を

目指しているところでございます。 

 明許繰越の箇所数及び繰越額の合計は29ペ

ージにございます。箇所数は188カ所、繰越

額は80億9,700万円余でございます。そのう

ち当初予算分が51億6,500万円余、好循環景

気対策分が26億8,600万円余、災害復旧分が

２億4,600万円余でございます。 

 次の30ページをお願いします。 

 事故繰越でございますが、平成24年度から

25年度へ繰り越した事業において、災害復旧

事業等の影響で、全国的に資材や機材が不足

し建設関係技能者も不足したことから、予定

工期内に完了せず事故繰越となったものでご

ざいます。 

 事故繰越の箇所数及び繰越額の合計は32ペ

ージにございます。事故繰越の箇所数は23カ

所、繰越額は８億3,500万円余でございま

す。ほとんどの事業が既に完成しております

が、現在完成していない一部事業についても

工事は予定どおり進んでおり、年度内には全

て完成する予定でございます。 

 最後に、67ページをお願いいたします。 

 取得用地の未登記一覧表を掲載しておりま

す。工事施工に伴い取得した用地につきまし

て、相続登記の関係で未登記となっているも

のでございます。表の中ほどＧ欄にあります

ように、年々未登記数は減尐してきておりま

す。平成25年度末の未登記は84筆であり、前

年度から17筆減尐しております。今後とも関

係者の動向や現地の状況を把握しながら、原

因となっている事項に細かく対応を行い、未

登記解消に向けて努力してまいります。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○原技術管理課長 技術管理課の原でござい

ます。 

 定期監査の結果、公表事項はございませ

ん。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 説明資料の72ページをお願いいたします。 

 不納欠損額、収入未済額ともございませ

ん。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 73ページをお願いいたします。 

 １段目の総務費でございますが、不用額は

ございません。 

 ４段目の農地総務費は職員給与でございま

して、不用額の94万円余は人件費の執行残で

ございます。 

 次の段の土地改良費でございますが、これ

は電子入札・工事進行管理システム開発事業

(農業分)ほか２事業の経費でございます。不

用額の477万円余は、入札に伴う執行残及び

経費節減に伴う執行残でございます。 

 次に、下段の林業費でございます。これは

職員給与、電子入札・工事進行管理システム

開発事業の経費でございます。不用額の93万

円余につきましては、人件費の執行残、入札

に伴う執行残及び経費節減に伴う執行残でご

ざいます。 

 繰り越し事業はございません。 

 技術管理課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○長﨑屋森林整備課長 森林整備課の長﨑屋

でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、定期監査における公表事項はござい
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ません。 

 説明資料の74ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 森林整備課の歳入につきましては、不納欠

損額及び収入未済額はございません。 

 予算現額と収入済み額との差額が大きい部

分について御説明いたします。 

 74ページ中段の林業費国庫補助金でござい

ますけれども、予算現額と収入済み額との比

較の欄がマイナス12億9,800万円余となって

おります。これは主に最下段の造林事業費補

助でございますが、間伐や森林作業道の整備

等の事業を繰り越したことによるものでござ

います。 

 次に、75ページをお願いいたします。 

 下から３段目の財産収入でございます。1,

620万円余の増となっております。これは主

に県有林の木材販売収入が増加したことによ

るものでございます。 

 次に、76ページの繰入金でございますけれ

ども、1,580万円余のマイナスとなっており

ます。これは主に下から２段目の森林整備促

進及び林業等再生基金繰入金の減額で、国の

補助により積み立てた基金を取り崩してこれ

を財源として行う事業につきまして、予定し

ていた事業量が減尐したことによるものでご

ざいます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 78ページをお願いいたします。 

 林業費で翌年度繰越額22億5,340万円余、

不用額１億1,620万円余が生じております。

繰り越しにつきましては、後ほど御説明させ

ていただきます。 

 下段の林業総務費2,020万円余の不用額に

つきましては、降雪等による補助事業の要望

減尐に伴う執行残や経費節減に伴う執行残と

なっております。 

 79ページをお願いいたします。 

 一番下の造林費7,200万余の不用額につき

ましては、主に備考欄１の造林事業費におき

まして、降雪等による補助事業の要望減尐等

で、再造林や搬出、間伐等の施業が計画的に

できなかったためによるものでございます。 

 80ページをお願いいたします。 

 県有林費2,000万円余の不用額につきまし

ては、主に備考欄４の県有林造成事業費の入

札残によるものでございます。 

 続きまして、附属資料の33ページをお願い

いたします。 

 森林整備課の繰り越し事業でございます。 

 針広混交林化促進事業、間伐等森林整備促

進対策事業及び森林環境保全整備事業につき

ましては、事業箇所の決定に日数を要したた

め繰り越しをいたしました。これらの事業に

つきましては、年度内に完了できる見込みで

ございます。 

 県有林整備事業につきましては、路線の全

体計画策定に当たり、適当な線形及び構造の

検討に不測の日数を要したため繰り越しまし

たけども、本事業の発注は既に完了しており

ます。 

 最後に、民有林作業道災害復旧費でござい

ますけども、治山事業との工程調整に不測の

日数を要したため繰り越しましたが、既に完

了しております。 

 森林整備課関係は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○江上林業振興課長 林業振興課の江上でご

ざいます。 

 定期監査結果の公表事項はございません。 

 説明資料の81ページをお願いします。 

 一般会計の歳入については、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 主な項目について御説明させていただきま

す。 

 ２段目の国庫支出金ですが、予算現額と収

入済み額との差額７億3,733万円余につきま

しては、26年度への繰り越しや事業費を減額

したことなどによるものでございます。 
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 その内訳でございますが、県・市町村が行

っております林道事業の農山漁村地域整備交

付金で２億7,922万円余の事業量の減額及び

繰り越し、地域自主戦略交付金で1,581万円

余の事業量の減額、木材加工施設整備等を行

う林業・木材産業等振興施設整備交付金で1,

214万円余の繰り越し、最下段の道整備交付

金で３億4,201万円余の事業量の減額、繰り

越しなどによるものでございます。 

 また、次の82ページの最上段の林道事業費

補助で2,305万円余の事業量の減額、繰り越

しによるものです。 

 次に、５段目の災害復旧費国庫補助金です

が、5,595万円の予算現額と収入済み額との

差額となっております。これは、過年・現年

林道災害復旧事業における繰り越し及び災害

査定による事業量の減などによるものでござ

います。 

 続きまして、85ページをお願いします。 

 一般会計の歳出でございます。農林水産業

費の林業費で69億3,357万円余の繰り越しと

２億304万円余の不用額となっております。

そのうち、林業振興指導費では46億3,970万

円余の繰り越しとなっております。これにつ

きましては後ほど御説明させていただきま

す。 

 また、不用額が１億2,967万円余となって

おりますが、これは86ページをごらんいただ

きたいと思いますが、主に備考欄10に記載し

ております木材加工施設や製材工場施設整備

などの補助を行います林業・木材産業振興施

設等整備事業費で、工事費の減額申請があっ

たことなどによるものでございます。 

 次に、下段の林道費でございますが、22億

9,386万円余の繰り越しとなっております。

これにつきましても後ほど御説明させていた

だきます。また、7,180万円余の不用額とな

っておりますが、これは備考欄１の県営林道

の事業量の減尐などによるものでございま

す。 

 続きまして、最下段の災害復旧費の林道災

害復旧費につきましては、4,469万円余の繰

り越しと1,157万円余の不用額がございま

す。不用額につきましては、備考欄２の現年

林道災害復旧費における災害査定に伴う工事

費の減尐などによるものでございます。 

 次に、別冊の附属資料34ページをお願いし

ます。 

 明許繰越についてですが、34ページから38

ページにかけて林業・木材産業振興施設等整

備事業を初め、緑の産業再生プロジェクト促

進事業や県営林道事業など15事業を掲載して

おります。 

 38ページをお願いいたします。 

 最下段でございますが、合計88カ所、69億

7,826万円余について、25年度から26年度に

繰り越しを行っております。 

 主な繰り越し理由としましては、国の経済

対策に伴う２月補正の予算成立であったこ

と、用地等の交渉に時間を要したこと、また

工法の検討に不測の日数を要したことなどに

よるものであります。 

 繰り越した事業のうち４カ所につきまして

は既に完了しております。その他については

年度内には完了の予定でございます。 

 林業振興課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○塩木森林保全課長 森林保全課の塩木でご

ざいます。 

 森林保全課につきましては、定期監査での

指摘事項はございません。 

 説明資料87ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。不納欠損、収入未済額

はありません。 

 まず、２段目、国庫支出金につきまして、

予算現額と収入済み額との比較でマイナス34

億9,960万円余となっております。これは、

農山漁村地域整備交付金から、次ページでご

ざいますけども、上段、現年治山災害復旧費
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補助まで、繰り越しなどによる減によるもの

でございます。 

 88ページをお願いいたします。 

 最下段の繰越金5,864万円余につきまして

は、事業の繰り越しに伴う一般財源の繰越金

でございます。 

 89ページをお願いいたします。 

 最下段の開発指定事業高率補助精算金は、

22年、23年、24年に実施しました治山事業に

係る後進地域に対する差額金でございます。 

 次に、90ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２段目、林業費で翌年度繰越額が43億9,16

5万円余、不用額15億8,512万円余が生じてお

ります。繰り越しにつきましては後ほど説明

させていただきます。 

 不用額について説明いたします。 

 91ページをお願いいたします。 

 治山費15億6,524万円余、及び最下段の治

山施設災害復旧費３億1,614万円余につきま

しては、事業量の減尐、入札残による執行残

のほか経費節減によるものでございます。 

 続きまして、附属資料39ページをお願いい

たします。 

 繰り越し事業でございます。39ページから

45ページまでが明許繰越でございます。46ペ

ージから53ページが事故繰越でございます。 

 45ページをお願いいたします。 

 明許繰越、合計欄でございますが、76カ

所、27億3,054万円余でございます。 

 次に、53ページをお願いいたします。 

 事故繰越の合計欄、89カ所、20億9,989万

円余でございます。 

 これら繰り越しにつきましては、緊急経済

対策、一昨年の豪雤災害への対応等でござい

ますが、計画に不測の日数を要したものや資

機材、技能者の不足でやむを得ず行ったもの

でございます。 

 事故繰越の箇所につきましては、ことし12

月まではすべて完了する予定でございます。

 明許繰越箇所につきましては、来年の３

月、年度内完成をさせる予定でございます。 

 森林保全課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○平山水産振興課長 水産振興課の平山でご

ざいます。 

 水産振興課と、３月末日をもって廃止いた

しました全国豊かな海づくり大会推進課の決

算について御説明いたします。 

 まず、今年度の定期監査の結果について御

説明いたします。 

 職員の交通事故等について、「平成25年度

に、私用中の交通法規違反を伴う過失割合の

高い人身事故が１件」、「公務中の交通法規違

反が１件」「発生している。」「職員の交通安

全意識の高揚を図るとともに、事故原因等に

応じた具体的な交通事故及び交通法規違反防

止対策を講じること。」との御指摘がござい

ました。 

 職員の交通事故及び交通違反につきまして

は、公務中、私用中を問わず、職場全体の共

通認識のもとで法令遵守、安全運転に取り組

んでいく必要があると考えております。 

 水産局におきましては、職員に対し毎月の

例会や研修を通じて注意喚起、指導を行って

いたところではありますが、今回の事故、違

反を受けてさらに交通安全意識の高揚に取り

組んでまいりました。 

 今年度は職員の交通事故・違反は発生して

おりません。今後も引き続き職員に対し時宜

に応じた注意喚起を行い、交通安全、法令遵

守の徹底、飲酒運転の根絶に取り組んでまい

ります。 

 続きまして、平成25年度の決算の御説明を

いたします。 

 まず、水産振興課でございます。 

 歳入について主なものを御説明いたしま

す。 

 説明資料の92ページをごらんください。 
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 ３段目、手数料で145万円余の収入額の減

が生じております。これは漁船登録と遊漁船

業登録の申請件数が、当初の想定よりも減と

なったことが主な理由でございます。 

 次に、中段以下の国庫補助金のうち有明海

漁業振興技術開発事業費補助について、800

万円余の減が生じております。これは事業量

の減に伴う補助金の減となっております。 

 次に、93ページをお願いいたします。 

 ３段目の国庫委託金のうち、有明海特産魚

介類生息環境調査委託金について485万円余

の減となっております。これは事業量の減に

伴う委託金の減となっております。 

 次に、94ページをお願いいたします。 

 ３段目の受託事業収入で155万円余の減と

なっておりますが、これにつきましても事業

量の減に伴う受託収入の減となっておりま

す。 

 最下段に雑入58万円の収入がございます

が、これは大矢野種苗生産施設の太陽光発電

整備による余剰電力売電に伴うものでござい

ます。 

 なお、収入に関しまして、水産振興課は不

納欠損額及び収入未済額はございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 説明資料の96ページをお願いいたします。 

 下段の水産業振興費の不用額が6,695万余

となっておりますが、これは入札残、事業量

の減尐及び経費節減に伴う執行残となってお

ります。 

 97ページをごらんください。 

 漁業取締費で1,136万余の不用額が発生し

ておりますが、理由といたしまして、入札

残、経費節減に伴う執行残となっておりま

す。 

 続きまして、全国豊かな海づくり大会推進

課分でございます。戻っていただきまして、

95ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 下段の雑入に6,042万余の収入がございま

すが、これは第33回全国豊かな海づくり大会

熊本県実行委員会の残余金でございます。な

お、収入に関しまして、全国豊かな海づくり

大会推進課は、不納欠損額及び収入未済額は

ございません。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 98ページをお願いいたします。 

 下段の水産振興費の不用額が318万余とな

っておりますが、理由といたしまして、経費

節減等に伴う執行残となっております。 

 水産振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○原田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課の

原田でございます。 

 当課におきましては、定期監査での指摘事

項はございません。 

 一般会計の歳入について御説明いたしま

す。 

 説明資料の99ページをお願いいたします。 

 上から３段目、公害防止事業費事業者負担

金と最下段の漁港施設使用料について未収金

がございます。これらにつきましては、後ほ

ど附属資料で御説明させていただきます。 

 100ページをお願いいたします。 

 最上段、国庫補助金につきまして、予算現

額と収入済み額との差が12億7,484万円余ご

ざいますが、全て繰り越しに伴うものでござ

います。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 102ページをお願いいたします。 

 最下段、漁港建設管理費の不用額が5,316

万円余となっております。これは入札残、事

業量の減尐及び経費節減による執行残が主な

理由でございます。 

 続きまして、繰り越しについて説明いたし

ます。 

 附属資料の54ページをお開きください。 

 54ページから59ページにかけて繰り越しに

ついて記載しております。 
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 59ページの最下段をごらんください。 

 25年度から26年度へ繰り越し箇所数38カ

所、総額20億9,860万円余を繰り越しており

ます。このうち13カ所、４億7,325万円は国

の経済対策関連でございます。残りの通常分

25カ所、16億2,535万円余の繰り越し理由と

いたしましては、主に地元や関係機関等との

協議調整に日数を要したものなどでございま

す。すべて年度内には完了する予定でござい

ます。 

 最後に、収入未済について御説明いたしま

す。 

 同じく附属資料の65ページをお願いいたし

ます。 

 まず、公害防止事業費事業者負担金の未収

金について御説明いたします。 

 水俣市の丸島漁港において、県は昭和62年

度に、公害防止事業により水銀を含んだ汚泥

の除去を行っておりますが、公害原因者の１

人が負担すべき金額が未納となっているもの

です。負担金9,070万2,000円のうち、強制徴

収などによりこれまで959万8,000円は回収し

ておりますが、残る8,110万4,000円が未納と

なっております。現在は、無限責任を有する

代表者の老齢厚生年金の受給権を差し押さ

え、未収金に充当しております。 

 今後の対応策につきましては、引き続き老

齢厚生年金を差し押さえるとともに、新たな

資産の保有がないか資産調査を継続して実施

し、可能な限り債権回収に努力してまいりま

す。 

 次に、漁港施設使用料の未収金について御

説明いたします。 

 この未収金は、牛深漁港の浄化施設使用料

に関するものでございます。県は平成７年

に、水産物の加工に伴う漁港内及び周辺海域

の水質及び環境の保全を図る目的で、天草市

牛深後浜の牛深漁港区域内に浄化施設を建設

しておりますが、近年の漁獲高の減尐等によ

りまして、施設を利用している水産加工業者

等の経営状況が悪化し、使用料の滞納に至っ

たものでございます。 

 平成25年度は、滞納者へ早期接触を図るな

ど、新たな未収金の発生防止に取り組んだ結

果、未収金は昨年度末に比べ63万5,000円減

の65万9,000円となっております。本年度も

引き続き新規の未収金の発生防止に努めると

ともに、滞納者からの未収金の回収に努めて

まいります。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

○岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。以上で農林水産部18課の説明がそれぞれ

終わりました。 

 ここで、３分間トイレ休憩をいたしたいと

思います。 

  午前11時22分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時24分開議 

○岩下栄一委員長 それでは、委員会を再開

いたします。 

 質疑を受けたいと思いますが、質疑はあり

ませんか。 

 

○堤泰宏委員 一つ簡卖に。附属資料の66ペ

ージです。団体支援課のところで、平成11年

度と平成12年度の不納欠損額の理由の説明が

ありましたですね。借り入れた人も連帯保証

人もみんな破産宣告したと、そがんこつがあ

っとでしょうかと思ってちょっとお尋ねしま

す。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 不納欠損に関する調べについての御質問で

ございます。まず、借入者は法人でございま

して債務者、それから連帯債務者はその借入

者の親会社、これは県外でございますけど

も、親会社が連帯債務者となっておりまし
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た。 

 破産の原因は、親会社の不渡りを契機とい

たしまして、借入者と親会社が両方とも破産

手続に入りまして、破産が決定、宣告されま

した。それから連帯保証人を取っとりまし

た。債務者の代表者ほか１名、これは２名自

然人、個人でございまして、彼らにつきまし

ても破産決定、それから個人につきましては

免責の決定まで行われましたものですから、

いずれも法的に債権回収の見通しがゼロとい

うことで、やむを得ず債権放棄したものでご

ざいます。 

 

○堤泰宏委員 珍しいケースですね。 

 

○山口団体支援課長 非常に残念なケースで

ございます。 

 

○岩下栄一委員長 いいですか。 

 

○内野幸喜委員 よろしいですか。49ペー

ジ、農産課ですね、これは不用額を生じた理

由のところで、農作物対策費、入札に伴う執

行残で12億弱という結構大きな金額になるん

ですけども、これについてちょっと聞かせて

いただきたいなというふうに、どういう内訳

なのか、１件で12億なのか、例えば何件もあ

って12億弱なのかというところをお聞かせい

ただければと思います。 

 

○下舞農産課長 農産課でございます。 

 事業としては、10事業でこの入札残12億余

が出ております。 

 

○内野幸喜委員 大体平均１億2,000万ぐら

いずつ執行残があったと、入札に伴う……。 

 

○下舞農産課長 一番大きなものは、前年度

から繰り越していました強い農業づくり交付

金の11億余が一番大きい事業となっておりま

す。あとはそれぞれ数十万卖位から1,000万

円程度ぐらいの事業でございます。 

 

○岩下栄一委員長 次、何かありませんか。 

 

○内野幸喜委員 これは農地整備課とあとど

こかもあったですね、金額は小さかったんで

すけど、森林保全課もあったと思うんですけ

れども、工事契約の違約金、これは農地整備

課は347万8,000円、工事請負契約解除に伴う

違約金、この解除に至った経緯についてちょ

っと聞かせていただければなと思います。 

 

○池田農地整備課長 請負者の方が、工期内

に工事を終わらなかったということで、違約

金をいただいております。 

 

○内野幸喜委員 もう１つ……。 

 

○塩木森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 89ページの39万3,000円、これは五木村に

おいて、卖県治山事業で崩土の除去を行って

おりましたのですが、請負業者が倒産をいた

しました関連の違約金でございます。 

 

○内野幸喜委員 違約金いただいていますけ

ど、その後の工事についてはそれぞれ普通に

できたということでいいですね。 

 

○塩木森林保全課長 土砂撤去は、全て完了

しております。 

 

○池田農地整備課長 ４月になって、別件で

発注して完成しております。 

 

○岩下栄一委員長 よろしいですか。ほかに

何かありませんか。 

 

○溝口幸治委員 阿蘇の災害関係ですけど、
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資機材の調達に不測の日数を要したと、これ

も一つの理由でしょうけど、これだけ大規模

なというか、いっぱい仕事が――災害の結果

出て、人は足りているんですか。例えば、適

正な工期が取れてなくてなかなか厳しいと

か、マンパワー不足で仕事を出す時期がおく

れて、結果的にこういう資機材調達なんかに

も支障を来したという例がないのか。まあ人

ですね。要は農林水産部も限られた人でやっ

ているでしょうから、その辺の実情というも

のがもしあれば、お聞かせをいただきたい。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 県庁側の人の問題ございまして、これにつ

いてはなかなか正職員自体をふやすのは難し

いもんですから、任期つきの雇用あたりを配

置したり、あるいは正職員でもできるだけ配

置する、あるいは非常勤も補充する、そうい

うふうな形とか、あるいは現場管理――人を

ふやすんじゃなくて仕事自体を外に出すとい

う形で、現場管理あたりを委託するというふ

うな方法で、できるだけマンパワーの不足と

いうか、足りない部分を補充するような形で

対応しております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員 何か人が足りないんじゃな

いかなと直感的に思ったので……。あと適正

な工期ですね、工期をやっぱり確保してあげ

ないと厳しいんだろうと思います。仕事を出

す時期がおくれて年度末までというのは、こ

れは別に農林水産部だけでなくて土木も一緒

でしょうけど、その辺は仮に人の問題でおく

れるということがあってはいけないと思うの

で、その辺はきちっと対応していただきたい

と思います。 

 別にもう一件いいですか。 

 

○岩下栄一委員長 どうぞ。 

 

○溝口幸治委員 93ページ、水産振興課。一

番最後の寄附金というところで、農林水産業

費寄附金、球磨川水系魚族増殖費寄附金、こ

れ九電とＪＮＣ(株)からということですが、

寄附金ということは、卖発でたまに入ってく

るのか、それとももう何十年も、何か私の記

憶では何十年も同じ寄附をこの２社からいた

だいているような気がするんですが、この寄

附が始まった経緯も含めてちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

 

○平山水産振興課長 この２社につきまして

は、球磨川の流れを使われて発電事業を実施

されてございます。その発電に伴う河川への

影響を配慮して、この２社から寄附をいただ

いて、球磨川へのアユの放流経費として活用

をしているというところでございます。 

 ５年ごとに、この２社それと県の間で検討

を行いまして、その時の物価に応じた改定を

やって継続しているというところでございま

す。 

 

○溝口幸治委員 始まったのはいつぐらいか

らですか。 

 

○平山水産振興課長 正確に覚えておりませ

んが、この発電事業自体が始まった時点から

継続しているという認識でございます。詳細

な年月は記憶してございません。 

 

○溝口幸治委員 このいただいた寄附は、県

が例えばアユを購入して放流をしているの

か、また違った形でやっているのか、そこは

どうですか。 

 

○平山水産振興課長 球磨川漁協に委託する

形で、アユの放流を実施されてございます。 

 

○溝口幸治委員 ということは、球磨川漁協
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さんにこの金額は丸々行くということですよ

ね。 

 

○平山水産振興課長 そのとおりでございま

す。 

 

○溝口幸治委員 その球磨川漁協に丸々行っ

て、球磨川漁協が放流事業をやるというとき

に、この金だけじゃなくて、全体で放流をや

るんでしょうけど。では年間球磨川漁協さん

はどれぐらい放流をやっているというのは、

きちっと県のほうでも把握をされていると。 

 

○平山水産振興課長 球磨川の河口でのすく

い上げ事業もございますし、稚魚を買ってき

て放流する事業もございますので、それぞれ

で県のほうに報告をいただいております。 

 

○溝口幸治委員 ことしは雤が多くて、球磨

川――アユの漁というのもちょっと、水が減

るかなと思ったら雤が降ってということで、

大変苦労をされたと思いますが、よくどれぐ

らい放流しよっとかなという話になるんです

よね。その辺の数みたいなものもなかなか我

々も把握できませんが、もちろん球磨川漁協

さんが第一義にやるんでしょうけど、県がこ

うやってかかわっているということであれ

ば、県も全体を、球磨川漁協さんがどれぐら

い放流をして、どれぐらいの漁の――何とい

うかな、アユ漁もやっているのかとか、その

辺は全体像をきちっと把握しておく必要があ

ると思うんですよね。 

 そこをぜひ気をつけてほしいのと、もう一

つは、部署は違いますけど、企業局あたりは

今度はやたらと高額なというか、高額なのか

どうかもよくわかりませんが、大分請求され

ますよね。球磨川漁協さんから、荒瀬ダムを

撤去するから幾らか補償を出せとかいう話に

なっていくので、そのあたりの積算の根拠も

よくわからぬですよね。新聞に出て、球磨川

漁協さんがどういう気持ちであれだけの積算

をやられるかというのはわかりませんが、も

うちょっと球磨川漁協さんに対する指導・監

督、あるいは球磨川漁協さんが実際何をきち

っとやっているのかというのも含めて、県の

ほうでもしっかり把握をしておいてほしいな

というふうに思います。 

 あとは企業局とか、そっちのほうで聞きた

いと思います。 

 

○岩下栄一委員長 答えはいいですか。ほか

にありませんか。 

 

○溝口幸治委員 部長は両方わかんなはると

思いますから……。 

 

○梅本農林水産部長 御指摘を踏まえて、決

算委員会でこういう議論があったことを踏ま

えまして、改めてきちっと指導したいと思い

ます。 

 

○岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 

○溝口幸治委員 透明性をやっぱり高めても

らわないかぬということだと思います。 

 

○岩下栄一委員長 委員の指摘を踏まえて、

よろしくお願いいたします。 

 ほかにありませんか。緒方委員、何かあり

ませんか、森林関係で……。 

 

○緒方勇二委員 23ページの人・農地プラン

ですね。これ随分と予算現額と収入済み額が

減っています。事業量の減というふうに聞か

してもらいましたけども、実際集落ごとにつ

くられるのが一番ベターだと思っているんで

すが、そして見直しを繰り返していく。市町

村で一くくりにやっておられた、この実態は

どういうふうに進んでおるのかちょっと詳し
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く……。 

 

○本田農地・農業振興課長 人・農地プラン

につきましては、まず全ての市町村で一応完

成はしております。では、面的にどれぐらい

の地区をカバーしているかというと、昨年度

末というか、ことしの３月時点ぐらいです

と、87％ぐらいの地区をカバーしているとい

うことで、まだ人・農地プランができていな

いという地区も一部ございます。その後、今

年度に入りまして、そこの空白のところをま

た尐しずつつくっていっております。それ

と、きちっと進めるためには実態を把握しな

いといけないということで、ことしの７月、

１カ月かけまして全ての市町村とヒアリング

をしまして、実態を分析したところでござい

ます。 

 委員おっしゃいますように、町で一つとい

う大きなプランをつくっているところから、

本当に行政区ぐらいの小さな卖位でつくり始

めているところ、さまざまでございますが、

どちらも一長一短な面がございます。大きく

つくり過ぎますと、具体的な農地の貸し借り

とかの関係が、距離があり過ぎますので見え

ないとか、細かなプランがつくりづらいとい

うというところがありますし、今度は小さい

範囲でつくりますと、特に中山間地ですと、

出し手はいるんだけども借りる人がいないと

か、こういうところもあって、なかなかマッ

チングが進まないという声がありまして、規

模の適正化というのをもう一回見直してほし

いということを言って、今市町村のほうで、

区域をさらに分割したり、あるいは結合した

りということで、プランの策定を進めていた

だいておりまして、中には卖独の市町村事業

で取り組んだりとか、いろいろな工夫をされ

ながら、策定率が徐々に上がってはきている

ところでございます。 

 今回の予算の減等につきましては、どうし

ても２月の補正予算というのは12月ぐらいに

つくるもんですから、市町村さんに聞いて年

度末までもうちょっと頑張りますというよう

な、頑張ってできるだけつくりますというこ

とでお話を聞いて予算を一応確保しておった

んですが、結果的に話し合いとかの進行がお

くれまして、ちょっとそこまで行き着きませ

んでしたとかいうことで、若干最終的に事業

量が予定まで到達せずに、予算を減額したり

ということが生じております。 

 

○緒方勇二委員 全ての事業のもとをなすプ

ランだと思いますし、ぜひとも市町村にもも

っともっと指導をしていただいて……。その

プランそのものができていない地区は、非常

に獣も多くて、本当に中山間地域総合整備事

業なんかもしていただきたい。あるいは担い

手の確保もなかなかままならぬところなんで

すけども、そこを許せばどんどんどんどん獣

が出てくる状況にありますので、優良農地だ

けを出し手・貸し手とかいろいろありますけ

ども、ここで借り手はいてくれないだろう、

何か事業をやらないことには到底この先は無

理だろうという地区が策定されていない地区

なので、まずはこれをつくらないことには始

まらないんだろうというふうに認識しており

ますので、なお一層よろしくお願いいたしま

す。 

 

○本田農地・農業振興課長 おっしゃいます

とおり、なかなかそういったところが厳しい

というのは理解しております。人・農地プラ

ンだけの、あるいは農地の貸し借りとか集積

を進めるだけの話し合いですと、なかなか地

域の方も、そのためだけに集まっとねという

ふうなことで負担感もありますので、委員お

っしゃいましたように、鳥獣害対策ですと

か、あるいは水稲関係の作付の調整とか、そ

れと一緒にできるだけ会合をまとめて開きま

して、たくさんの方が集まっていただけるよ

うな形で、あるいは負担感がないようにそう
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いった話し合いを進めていきたいというふう

に思っております。 

 

○田代国広副委員長 ３点ほどお願いしま

す。 

 最初に、冒頭部長からありました、指摘さ

れた４点目の農地転用に関する件ですけど、

この中で、県のガイドラインを策定するとあ

りましたが、今、現段階でどういった考えを

持っておられるのか、答えられる範囲内で結

構ですのでお願いしたい。 

 それが１点と、20ページの林業・木材産業

改善資金ですが、極めて予算現額と支出済み

の差があって、不用額が本当に多いわけです

ね。これを見てみますと、余りにも予算の段

階で、ちょっと言葉は悪いですけれども、え

えころかげんと言うたら失礼ですけど、そう

いった見方をせざるを得ないような結果が出

ているわけです。 

 こういった結果が出る前に補正があるわけ

ですから、そこをもっと３月なり、そのあた

りの、議会で答えがわかっとれば、補正減額

すれば、こういったみっともないというか、

決算じゃ、つくらなくて済むわけです。 

 これについて、来年度尐し事業があるやに

聞いたんですけども、明許繰越もあっていな

いわけですから、それについて見解をもう一

回お尋ねしたいと思います。 

 それと、43ページの職員給与ですね、今回

は時間外ではありません。３人分でちょうど

1,000万円という数字が出ておりますが、職

員の給与、３人がちょうど1,000万円になる

その積算というか、いささか不思議な気もし

ますもんですから……。 

 以上、３点についてお尋ねしたいと思いま

す。 

 

○本田農地・農業振興課長 まず、農地転用

についてでございます。農地転用とか農振除

外につきましては、過去25、24、23の３年ぐ

らいでは以前よりは減っておりまして、１年

間に200ヘクタールとか、そのぐらいだった

んですが、昨年度、多分太陽光とかの関係が

一番多いと思いますが、278ヘクタールとい

うことで、70～80ヘクタールふえたような経

緯がございます。 

 特に、市町村のほうでも、太陽光の関係に

ついてはまだ知識等も不十分だったことか

ら、いろいろお問い合わせ等が多くて時間が

かかるとか、ちょっとばらつきがあるんじゃ

ないかというような御指摘をいただきまし

て、それについては昨年度の当委員会以降研

修会等を頻回に開催しておりまして、担当者

の方を初め農業委員会の会長さんとかにも何

度も何度もお話しをして、理解を深めていた

だいているところでございます。 

 委員の御指摘ございましたガイドラインの

件でございますけども、今回太陽光等につい

ては、通常型という一般に２種、３種農地を

転用するパターンが１つ、それと営農型とい

うことで、太陽光パネルを高くつくりまし

て、その下で農業を続けながら行うというパ

ターンが２つ目、それと３点目が再生エネル

ギー法ということで新しく法律ができまし

て、未利用の農地等について、１種農地であ

ってもそこで市町村さんが計画をつくればで

きるという、３つのパターンの太陽光発電と

いうのができたわけですが、この３点目の再

生可能エネルギー法の関係につきましては、

国が法律とか通知を出しておりますけども、

まだまだ細かいところがはっきりしていない

とかわかりづらいという点もありましたの

で、ガイドラインについては、今月中あるい

は来月頭ぐらいまでには、各市町村のほう

に、特に再生エネルギー法の太陽光発電のた

めの事務の進め方といいますか、計画のつく

り方とか、そういったことについては、各市

町村のほうにガイドラインをお出ししたいと

いうふうに思っております。 
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○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料20ページの林業・木材産業改善資金の

不用額が多過ぎるというような御指摘でござ

いまして、おっしゃられますとおり、３億1,

000万余の予算に対しまして借り入れが2,400

万余と非常に多うございまして、大変申しわ

けございません。 

 これについて特別会計で運用しております

が、できるだけぎりぎりまでニーズを待って

いるというところがございますけれども、や

はりもう尐し不用額を減らすために、先ほど

おっしゃられましたように、２月補正でどの

程度減額できるのかということをしっかり勉

強し直して、今年度対応していきたいという

ふうに思っております。 

 なお、実はこの資金につきましては、平成

20年度までは大体２億ぐらいの需要があった

んですけれども、21年度にこの貸し付けの対

象となりますものに対して補助事業が創設さ

れまして、森林整備加速化・林業再生事業と

いう補助事業ができた関係で、22年度から急

に借り入れが、当然ですけれども、補助のほ

うがようございますので、減ってまいりまし

た。この補助事業は今年度、平成26年度まで

でございますので、来年度以降はもう尐し不

用を減らすように、それからニーズもしっか

り把握して、それと２月補正での減額の検討

等もしっかり検討いたしまして、尐しでも減

らすように努力してまいります。 

 

○潮崎むらづくり課長 43ページの職員給与

費３人分の1,000万のことでございますけれ

ども、ここに記載しておりますのは、国の―

―国庫分からの適用分を1,000万上げており

ます。３人分はもっと給与にすれば多いわけ

ですけど、足りない分は別途県費のほうから

補充するということで、この1,000万は国庫

分からの補塡分だけを上げておるということ

でございます。 

 

○岩下栄一委員長 いいですか。 

 

○平野みどり委員 １点。農林水産政策課と

畜産課に関係するんだと思うんですけれど

も、赤牛に関してお尋ねします。 

 東京にきのうまで出張で行っていてテレビ

見ていたら、北海道の何とかという自治体が

赤牛のコマーシャルを打っていたんですね。

熊本もブランド推進課と共同で、くまもとの

赤のブランドということで赤牛のＰＲをして

いるわけですけれども、赤牛といったら熊本

というふうに思ってもらえるのかなと熊本で

は思っていたんですけど、全国的にはそうで

もないのかなというふうに思ったわけですけ

れども、ライバルというか、そこら辺はどこ

ら辺になるのか。 

 それと、そういった展開していく中で、き

ちんと供給できるだけの態勢に今なっている

のかどうかという部分について伺います。 

 

○矢野畜産課長 畜産課でございます。ただ

いまお尋ねの東京でのコマーシャルの件でご

ざいますけども、実は北海道に牧場を持って

おられる方が赤牛を相当飼っておられまし

て、その牛を売り込むということで、今ＣＭ

をやられているということでございます。 

 全国に赤牛、熊本型の赤牛でございますけ

ども、全国約２万頭います。そのうち75％が

熊本県内にございます。北海道とか秋田です

とか、それから長崎もおりますけども、実は

そこに対する種畜の供給も熊本からでござい

ます。熊本の家畜市場から相当実は買ってい

かれております。 

 先ほどお話しいたしました北海道の業者の

方も含めて、熊本県内で赤毛和牛協会を実は

つくっておりまして、そこでいろんな一体的

な取り組みをして、赤牛全体のコマーシャル

ということで、今考え方としては進めている

ところでございます。 
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 以上でございます。 

 

○平野みどり委員 わかりました。 

 

○岩下栄一委員長 よございますか。 

 

○田代国広副委員長 もう一点いいですか。

事故繰越が、特に森林保全課あたりで80何件

もちょっと考えられない数が出ておるんです

けど、これは大水害の関係で、特別な事情で

こういった結果になったと思うんですけど

も。いわゆる明許繰越、もともと予算は卖年

度主義ですけれども。卖年度で消化するとい

うのがベストですけども、明許繰越について

は、事業の平準化あたりで今かなり緩やかに

見ているんですけれども、事故繰越がこれだ

け多かったということ、その事故繰越に対す

る認識と明許繰越に対する考え方を、監査委

員にお尋ねしたいと思います。 

 事故繰越と明許繰越について、今回は大水

害でやむを得ないと思いますが、事故繰越に

ついてはどういった認識を持っておられます

か。 

 

○牧野監査委員事務局長 監査委員事務局で

ございますが、御承知のように、事故繰越と

いうのは、一応制度上は自治法上認められて

いるところでございますが、それぞれの要件

がございますので、その要件をきちっと満た

しているかどうか、そういった点が監査上は

注視をしているところでございます。 

 ですから、明許繰越でも一緒ですが、その

ような方策をとられるかどうかというのは、

一義的には政策判断になるかと思いますが、

きちっとした理由があり、手続がとられてい

るかどうかということは、監査上は問題にな

ると思います。 

 

○田代国広副委員長 基本的には、でくるだ

け事故繰越は避けるというのには、もちろん

当然そういった考えでいいわけですね。 

 

○牧野監査委員事務局長 そこは監査の立場

から申し上げますと、なかなか難しいところ

だと思います。尐なくとも制度上認められて

いるものでございますので、そこを有効に―

―有効というか、その制度の中で運用してい

ただくと、そのような法定手続、そういった

ものがきちっとなされているかどうか、そこ

が監査上は問題になると思っております。 

 

○岩下栄一委員長 いいですか。 

 

○内野幸喜委員 済みません、１件いいです

か。さっきのをぶり返すようですけど、農地

転用、農用地区域からの除外の統一的な対応

ということで、市町村はいいと、それで県が

だめだというケースが結構あると思うんで

す。まず、大体どれぐらいそういうのがある

のか、市町村はオーケーだったけど県ではだ

めだったという……。 

 

○本田農地・農業振興課長 明確な統計とい

いますか――は持たないので、感覚的なとこ

ろでございますけれども、件数的なところ、

割合的にいいますと、意見が食い違うという

のは10％とか、そのぐらいではないかと思い

ます。ちょっとアバウト、何の根拠もないん

ですが、日ごろの業務の感覚として、若干見

解が初めちょっと違うということで、出てく

るのはそれぐらいじゃないかと思います。 

 特に、農地の区分ということで、１種農地

なのか２種なのかというところの判断とかが

一番多いように思います。 

 

○内野幸喜委員 申請者としては、町でよか

ったのになぜだめなんだとやっぱり思われる

んですよね。ここに統一的な対応とあります

けれども、研修会等を開催してまいりました

って……。その辺がそれぞれの市町村の農業
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委員会とかに徹底されているのかなとたまに

思うときがあるんですね。そこはどうなんで

すか。 

 

○本田農地・農業振興課長 市町村さんの場

合でもやっぱりどうしても役所でございます

ので、人事の異動とかございまして、なかな

か長くいていただけないことがありますし、

なおかつ農業委員会の場合小さな組織でござ

いまして、役場の場合ですと担当の方お１人

とか、市でも５～６人とかというところぐら

いでございますので、非常に尐人数でやって

おられますので、その方が抜けたりすると、

もとのレベルに事務が回復するのにやっぱり

時間がかかったりというのもありますので、

しつこいような形でその辺のレベルが落ちな

いような形で、勉強会をきめ細かくやってい

くということかなと思っております。 

 広域本部になりまして、広域本部卖位で

の、我々が直接する以外でも、それぞれの広

域本部卖位での研修会もことしから大分頻回

にやって、特にお１人とかお２人ぐらいのと

ころは、その人事異動等でレベルが落ちない

ような注意といいますか、研修・教育という

のは非常に大事かなと思っております。 

 

○内野幸喜委員 今課長から広域本部という

話が出ましたけど、振興局、玉名だったら前

は玉名でよかったですね。今は菊池なんです

ね。それに伴って現場に足を向ける回数とい

うのが尐なくなってきているんじゃないかな

という懸念もあるんですが、そこはどうなん

ですか。そういうふうにならないようにして

ほしいのですけれども。 

 

○本田農地・農業振興課長 例えば、広域本

部になる以前の体制ですと、県の場合、大体

局に担当者が１人ということでやっておりま

して、今例えば北のほうでいきますと、玉

名、山鹿、菊池、阿蘇で、現在はそれを３人

でやっておるということで、４から３に１名

は減っているところがございます。 

 ただ、お互いに１人で仕事するよりは、複

数おりますので、いろんな県職員の中でも議

論とか相談とか、そういったことはしやすく

なっておりますので、そういうように事務所

ごとのレベルの平準化といいますか、同じと

ころでしますので、質は若干上がっているか

と思っております。 

 あと、現場に行く部分については、極力現

場へ出ての判断をお願いしておりますので、

そんなに現場で立ち会う回数というのは実際

には減っていないんじゃないかと。今正確な

数字を持っておりませんが、かなり頻繁に出

ておりますので、以前に比べて出る回数が極

端に減ったということはないんじゃないかと

いうふうに思っております。 

 

○岩下栄一委員長 よございますか。いろい

ろと御意見がございまして、執行部におかれ

ましてはそうした意見を踏まえて、今後改善

すべきところは改善していただきたいと思い

ます。 

 まだ意見がございますかもしれませんけれ

ども、このあたりで質疑を終了したいという

ふうに思います。よろしゅうございますか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○岩下栄一委員長 それでは、これをもちま

して農林水産部の審査を終了いたします。 

  午前11時56分休憩 

――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 

〇岩下栄一委員長 それでは、休憩前に引き

続き委員会を再開します。 

 これより、土木部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部の説明は、効率よく進めるた

めに着座のまま簡潔にお願いいたします。大

変分量が多いから、簡潔にお願いいたしま
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す。 

 それでは、土木部長から総括説明を行い、

続いて担当課長から順次説明をお願いいたし

ます。 

 初めに、猿渡土木部長。 

 

〇猿渡土木部長 土木部でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 お許しをいただきましたので、着座のまま

説明させていただきます。 

 平成25年度の決算の説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会において御指摘のあ

りました、施策推進上改善または検討を要す

る事項などのうち、土木部関係につきまし

て、その後の措置状況を御報告をいたしま

す。 

 まず、各部局の共通事項として御指摘のあ

りました収入未済の解消については、未収金

対策連絡会議における徴収ノウハウの共有化

や各課独自の工夫により着実な改善が図られ

つつあるが、歳入の確保及び公平性の観点か

ら、さらに徹底した徴収に努めること。特に

悪質な滞納者に対しては十分な対策を講じ、

厳正に対処することについてでございます。 

 収入未済の解消につきましては、債務者の

状況を的確に把握するため、早期に資産調査

等を行い、必要に応じて差し押さえ、さらに

は法的措置等を実施するなど収入未済の解消

に取り組んでおります。また、関係課におい

ては徴収担当職員への研修を実施し、新たな

収入未済の発生の防止及び未収金の解消に努

めているところでございます。 

 このような取り組みによりまして、土木部

においては県営住宅使用料等で、平成25年度

末の収入未済額は前年度末と比べまして3,60

0万円余り減尐しております。今後も引き続

き未収金の解消にしっかり取り組んでまいり

ます。 

 次に、同じく各部局の共通事項として御指

摘のありました、職員の過失割合の高い交通

事故が多数発生しており、職員の交通事故に

対する意識高揚を図るとともに、事故原因等

に応じた効果的な交通事故防止対策に努める

ことについてでございます。 

 土木部全体の取り組みとして、部課長会議

や出先機関長会議、人事担当者会議等の場

で、繰り返し各管理監督者に対し、職員の交

通事故防止についてさらなる組織的な取り組

みと所属職員への指導徹底を図るよう周知し

ています。 

 また、各所属においては、特定課題研修の

ほか、事故当事者の体験発表等を交えた交通

安全例会を実施するなど、事故の原因等を踏

まえた効果的な啓発に取り組んでいます。 

 今後も引き続き、交通安全・交通事故防止

の徹底に取り組んでまいります。 

 次に、土木部関係で御指摘のありました、

事業の円滑な遂行のため、用地取得事業の民

間への外部委託の活用等を含め、計画的な用

地取得に努めることについてでございます。 

 このことにつきましては、平成25年度末に

円滑な用地取得推進へ向けた施策の集合体と

して、熊本県用地取得加速化パッケージを構

築し、その中で登記難航案件解消のための公

共嘱託登記司法書士協会等へ委託の拡大や、

用地交渉における用地補償説明業務の民間委

託の導入など、用地取得業務の外部委託の拡

大へ向けて取り組みを進めているところで

す。 

 さらなる外部委託の活用等も検討しなが

ら、今後も計画的な用地取得に努めてまいり

ます。 

 次に、同じく土木部関係で御指摘のありま

した、海砂利超過採取に係る過料及び不当利

得の収入未済については、安易に不納欠損処

理をせず、粘り強く徴収に取り組むことにつ

いてでございます。 

 海砂利超過採取に係る未収金につきまして

は、定期的に事業者を訪問し催告するなど精

力的に徴収に取り組み、平成25年度は300万
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円余りを徴収しておりますが、なおその回収

は一部にとどまっております。 

 今後とも、尐しでも多く徴収できるよう、

定期的に訪問し催告するなど粘り強く取り組

んでまいります。 

 続きまして、土木部の平成25年度決算の概

要を、決算特別委員会説明資料の１ページ、

平成25年度歳入歳出決算総括表で御説明いた

します。 

 まず歳入についてでございますが、一般会

計、特別会計合わせまして収入済み額が632

億3,032万4,000円、不納欠損額2,168万5,000

円、及び収入未済額４億3,575万2,000円とな

っております。 

 不納欠損額の主なものは県営住宅使用料と

なっており、また収入未済額の主なものは海

砂利超過採取過料等と県営住宅使用料となっ

ております。 

 なお、予算現額と収入済み額との差は、主

に翌年度への事業繰り越しに伴う国庫支出金

の減でございます。 

 続きまして歳出についてでございますが、

一般会計、特別会計合わせまして支出済み額

が1,174億2,670万6,000円、翌年度繰越額は4

56億7,473万5,000円、不用額13億5,226万4,0

00円となっております。 

 翌年度繰り越しの主な理由は、昨年度は公

共事業の急激な増加により資機材、労務者の

不足や入札の不調等により事故繰越が生じた

こと、さらには国の緊急経済対策予算を積極

的に計上したこと、また、それ以外の通常事

業については、事業計画策定等に当たって地

元住民や関係機関との調整に時間を要したこ

と、用地買収、補償家屋の移転に時間を要し

たことなどにより工期が不足し、やむを得ず

平成26年度へ繰り越したもので、現在その執

行に鋭意取り組んでいるところでございま

す。 

 また、不用額の主な理由は、事業実施後の

執行残及び国庫補助事業等における国からの

内示減に伴う執行残でございます。 

 以上、平成25年度土木部歳入歳出決算の概

要につきまして総括的に御説明申し上げまし

たが、詳細につきましては関係課長から説明

いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

〇岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 引き続きまして、各課長から説明をお願い

いたします。 

  

〇成富監理課長 監理課長の成富でございま

す。 

 まず、今年度定期監査における公表事項は

ございません。 

 次に、決算の概要について御説明いたしま

す。 

 決算特別委員会説明資料２ページをお願い

いたします。 

 一般会計の歳入についてでございます。２

ページから３ページにかけましての使用料及

び手数料でございますが、不納欠損、収入未

済額ともございません。 

 次に、３ページ最下段の国庫支出金、それ

に４ページから５ページ最上段の財産収入、

さらに５ページ２段目の繰入金につきまして

も、不納欠損額、収入未済額ともございませ

ん。 

 次に、５ページ中段から諸収入でございま

すが、収入未済額70万6,000円となっており

ます。これにつきましては、お手元の附属資

料のほうの157ページで御説明いたします。 

 まず、１番目の表のうち上段の工事契約違

約金でございますが、収入未済額が69万2,00

0円となっております。これは、工事請負業

者が倒産等により契約を中途で解除した際に

支払うべき違約金で、代表者の死亡や行方不

明のため収入未済になっているものでござい

ます。 

 次に下段の雑入でございますが、収入未済
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額が１万3,000円となっております。これ

は、請負業者倒産により契約を中途解除した

場合に、前払金に比べて解約解除時点の出来

形が不足している部分を返納する際の利息相

当分を請求したもので、工事契約違約金と同

様に代表者が行方不明のため収入未済になっ

ているものでございます。 

 未収金対策につきましては、158ページの

４の２番目の枠内に記載しておりますとお

り、引き続き代表者の所在確認調査や登記簿

の確認等により、法人の動向に注意するなど

未収金の解消に努めております。 

 次に、申しわけございませんけども再度、

説明資料の７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 土木総務費において1,067万7,000円の不用

額を生じておりますが、これは主に東日本大

震災復旧支援に伴う職員の派遣により必要と

なる事務費の執行残と、公物・広告物管理の

ための事務費の執行残及びＣＡＬＳ／ＥＣ、

いわゆる電子入札執行残でございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 ２段目の、建設業指導監督費におきまし

て、988万1,000円の不用額を生じておりま

す。これは、建設業許可申請及び経営事項審

査件数が尐なかったことによる、データ入力

業務委託料等の執行残、及び新分野進出支援

事業等の申請件数が尐なかったことによる補

助金等の執行残でございます。 

 監理課の説明は、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇久保用地対策課長 用地対策課長の久保で

ございます。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 次に、用地対策課の決算の概要について御

説明いたします。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入です。使用料及び手数料に

ついては、不納欠損額、収入未済額ともござ

いません。 

 次に諸収入でございますが、資料の下から

２段目、行政代執行費で収入未済額935万2,0

00円となっております。これにつきまして

は、附属資料の159ページをお願いいたしま

す。 

 収入未済となっておりますのは、平成22年

度に国の白川改修事業に伴いまして､大甲橋

の上流左側に、左岸側にありました商業ビル

に対して行いました行政代執行の費用でござ

います。 

 １の平成25年度歳入決算の状況の備考欄に

記載のとおり、収入未済の理由といたしまし

ては、納入義務者は年金生活者で支払い能力

がなく、滞納処分可能な財産もないためでご

ざいます。 

 未収金対策といたしましては､最下段の４

に記載のとおり25年度の財産調査で尐額の預

金債券を発見したため、６月に１万5,000円

余りの差し押さえを行い、未収金に充当して

おります。なお、26年度は電話による催告、

財産調査を実施しておりますが、現在のとこ

ろ差し押さえるべき財産が見当たらず、収入

には至っておりません。 

 また、この未収金につきましては、起業者

が国であるにもかかわらず、結果的に代執行

庁で県が費用負担し未収となっているもので

ございまして、このような不合理な状況を是

正するため、昨年度に引き続き去る６月に国

に対し、県に負担が生じないような制度改正

の要望を行ったところでございます。 

 次に説明資料に戻っていただきまして、10

ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出でございます。 

 土木総務費で1,313万5,000円の不用額が生

じております。これは､備考欄のとおり収用

に係る鑑定料の執行残が966万4,000円、事業

認定等に係る執行残が347万1,000円でござい

ます。 



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年10月24日) 

 - 32 - 

 以上で、用地対策課の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

 

〇古澤土木技術管理課長 土木技術管理課古

澤でございます。 

 まず、定期監査におけます公表事項はござ

いません。 

 続きまして、決算について御説明いたしま

す。説明資料の11ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の収入でございますが、不納欠損

額並びに収入未済はございません。 

 １段目の、財産収入についてでございま

す。調定額それから収入済み額ともに1,426

万9,000円となっております。これは、県内

の建設技術者の技術力の向上を目的に、研修

業務などを行っております､熊本市单区にご

ざいます、城单町にございます熊本県建設技

術センターが設置されておりますが、施設並

びに敷地は県の所有でございます。その貸付

料の収入でございます。 

 それから最下段の諸収入でございますが、

調定額並びに収入済み額が48万1,000円とな

っております。これは、公営企業でございま

す企業局と工事の進行管理を行いますシステ

ムの使用について協定を結んでおります。企

業局が、この協定に基づいて負担しますシス

テムの使用料でございます。 

 続きまして、支出の部でございます。説明

資料の12ページをお願いいたします。 

 土木費、土木総務費でございますが、これ

につきましては不用額が329万3,000円を計上

しております。これは、工事の進捗管理や工

事関係書類の納品を電子データで行うＣＡＬ

Ｓ／ＥＣ事業などの執行残でございます。 

 土木技術管理課の説明は、以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

〇宮部道路整備課長 道路整備課長の宮部で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 次に、決算について御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、説明資料の13ページ

から15ページでございます。 

 歳入の内容は、分担金及び負担金、国庫支

出金、財産収入、諸収入及び繰越金でござい

ます。いずれも、不納欠損額、収入未済額と

もにございません。 

 主なものについて御説明をいたします。 

 まず、13ページの表の４段目をお願いいた

します。 

 国庫支出金の計でございますが、予算現額

に対し45億9,721万4,000円の減となっており

ます。これにつきましては、繰り越し及び事

業費確定に伴うものでございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 財産収入でございますが、２段目に不用品

売払い収入として273万9,000円を計上してお

ります。これは、山鹿市菊鹿町地内で新しく

橋をかける工事を行いました。その際、作業

に仮桟橋を使用いたしましたが、このたびこ

の工事が完了いたしましたので、仮桟橋の撤

去に伴い発生しました鋼材を売却したことに

よる収入でございます。 

 次に、諸収入でございます。 

 その下の４段目をお願いいたします。 

 道路関係受託事業収入につきましては、受

託事業の繰り越し及び事業費確定に伴い、6,

450万8,000円の減となっております。 

 次に､最下段の工事契約違約金でございま

すが、２万5,000円の増となっております。

これは、国道443号及び益城菊陽線改良工事

で、手直し工事等により履行期限を超過した

ため、熊本県公共工事請負契約約款の規定に

基づく、履行遅滞に係る損害金でございま

す。 

 次に、15ページの３段目をお願いいたしま

す。 

 過年度収入で開発指定事業高率補助精算金
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が3,073万4,000円の増となっております。こ

れは､繰越事業費確定に伴う増でございま

す。 

 次に、歳出について御説明いたします。16

ページをお願いいたします。 

 道路橋梁総務費の不用額は、782万円でご

ざいます。その主な理由としましては、事務

費及び人件費の執行残並びに国直轄事業負担

金の執行残でございます。 

 次に、道路新設改良費の不用額は、1,060

万3,000円でございます。その主な理由とし

ましては、工事費及び事務費の執行残による

ものでございます。 

 次に、橋梁維持費の不用額は8,000円でご

ざいます。その理由としましては、卖県橋梁

補修費の事務費の執行残によるものでござい

ます。 

 以上が、一般会計における歳入歳出でござ

います。 

 続きまして、翌年度への繰り越し事業に関

しまして、附属資料で説明させていただきま

す。 

 翌年度への繰り越し事業につきましては、

附属資料の１ページから45ページまで掲げて

おります。 

 その中で43ページを、申しわけございませ

んが、よろしくお願いいたします。 

 43ページの最下段になりますが、道路整備

課の明許繰越箇所は343カ所でございまし

て、26年度への繰越額は92億8,159万5,000円

でございます。 

 繰り越しの主な理由としましては、関係機

関との調整など計画に関する諸条件の整理や

用地補償交渉の難航及び方法の検討・協議等

に不測の日数を要したことにより、やむなく

次年度へ繰り越したものでございます。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 最下段にあります事故繰りの箇所は、６カ

所でございます。その26年度への繰越額は4

億4,363万2,000円でございます。 

 事故繰越の理由としましては、東日本大震

災関連の復興事業や、熊本広域大水害の復旧

等により需要の高まりから労務者また資機材

の不足によるもの、並びに擁壁基礎工の杭孔

壁が地下水により崩壊したことから、対策工

法の検討に不測の日数を要したことなどによ

り、やむなく次年度へ繰り越したものでござ

います。 

 以上をもちまして、道路整備課の説明を終

わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

 

〇高永道路保全課長 道路保全課長の高永で

ございます。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 続きまして、決算について説明資料に基づ

き御説明いたします。 

 まず、歳入につきまして説明いたします。

資料の17ページをお願いします。 

 分担金及び負担金でございますが、不納欠

損、収入未済ともにございません。 

 ５段目の、道路施設保全改築費負担金です

が、これは熊本市と協定を結び負担金を徴収

して実施する事業であり、収入済み額の8,65

0万円については、前年度からの繰り越し分

となり、予算現額と収入済み額との比較にあ

ります8,000万円については、工事の繰り越

しに伴って負担金の徴収を翌年度へ繰り越し

たものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 使用料及び手数料のうち、３段目の道路占

用料につきましては、調定額１億7,512万円

余りに対して１億7,397万円余りを収納して

おり、収納率で申しますと99％以上となって

おります。 

 この道路占用料については、不納欠損額が

35万円余りと、収入未済額が79万円余りござ

います。 



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年10月24日) 

 - 34 - 

 まず不納欠損については、占用者が死亡

し､相続による相続放棄の手続がなされたこ

とから、やむを得ず不納欠損処分の手続を行

ったものでございます。 

 次に､未済額の解消につきましては、関係

する各出先機関において自主納付の働きかけ

を強化するなど、今後とも収入確保に努めて

まいります。 

 次に、下から２段目の国庫支出金につきま

しては、予算額に対し22億8,882万円余りの

減となっております。これは、18ページの最

下段から19ページの６段目に記載のとおり、

主に事業の繰り越しによるものです。 

 次に、20ページの財産収入ですが、３段目

の土地売払い収入は、道路の改良等によって

生じた不用地を売却して得た収入でございま

す。今後も、引き続き積極的に処分を進めた

いと考えております。 

 次に、21ページをお願いします。 

 ３段目の雑入につきまして、不納欠損額が

837万円余り発生しております。納入義務者

である法人が倒産状態で差し押さえ可能な財

産が見当たらず、今後も事業再開の見込みも

なかったことから、やむを得ず不納欠損処分

の手続を行ったものでございます。 

 歳入につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。22ページをお願いします。 

 ２段目の、道路橋梁総務費の不用額1,773

万円余り及び３段目の道路維持費の不用額4,

676万円余りは、いずれも経費節減によるも

のでございます。 

 23ページをお願いします。 

 道路新設改良費の不用額3,501万円余り

は、経費節減によるものでございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 最後に、翌年度への繰り越し事業につきま

しては、別冊の附属資料で御説明いたしま

す。 

 道路保全課関係につきましては、46ページ

から73ページまでとなっております。 

 明許繰越について、46ページから70ページ

までとなっており、70ページに道路保全課分

の合計を記載しておりますので、こちらで御

説明いたします。 

 道路保全課全体で233カ所、51億1,795万円

余りの繰り越しとなっております。うち３割

が、２月に予算化された経済対策分となって

おります。 

 主な理由といたしましては、通常事業にお

いては関係機関との調整や地元協議に時間を

要したこと、及び現場施工条件の悪化等によ

る工法協議に日数を要したためです。 

 経済対策分については、時期的なことが原

因で、大半が設計や工法の検討に時間を要し

たため、全て繰り越しております。いずれ

も、当初に想定できなかった事態が生じたた

め、やむを得ず繰り越したものでございま

す。 

 事故繰越については、71ページから73ペー

ジまでとなっており、73ページに道路保全課

分の事故繰越の合計を記載しておりますの

で、こちらで御説明いたします。 

 道路保全課全体では11カ所、１億6,959万

円余りの事故繰越となっております。 

 主な理由といたしましては、いずれも全国

的な資機材不足や建設関係技能者の不足によ

り工事施工に不測の日数を要したため、やむ

を得ず事故繰越となったものでございます。

現在、工事は順調に進んでおりまして、年度

内に全ての工事が完了する予定でございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇松永都市計画課長 都市計画課の松永で

す。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ませんで、決算の概要から御説明いたしま

す。 
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 まず、説明資料の24ページをごらん願いま

す。 

 歳入について御説明いたします。24ページ

から27ページまでの分担金及び負担金、使用

料及び手数料、国庫支出金、財産収入、繰入

金、繰越金、諸収入については、いずれも不

納欠損額、収入未済額はありません。 

 次に、25ページをごらん願います。 

 ４段目の国庫支出金ですが、予算額に対し

て36億2,535万5,000円の減となっております

が、その主な要因としては、社会資本整備総

合交付金及び総合都市交通体系調査費の平成

26年度への繰り越しに伴うものです。 

 次に、27ページをごらん願います。 

 ２段目の繰入金につきましては、３段目の

緑の基金繰入金が予算に対して764万6,000円

の減となっておりますが、これは民間施設緑

化推進事業の事業費確定に伴う減によるもの

です。 

 最下段の諸収入につきましては、28ページ

最下段の開発指定事業高率補助精算金が１億

7,010万4,000円の増となっておりますのは、

国庫の内示増によるものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。29

ページをごらん願います。 

 上から３段目、土木総務費の不用額64万2,

000円は、人件費の執行残です。 

 次の４段目、景観整備費の不用額1,447万

円は、主に緑化景観対策事業及び民間施設緑

化推進事業の事業費確定に伴うものです。 

 また､最下段の新幹線建設促進事業費の不

用額6,288万5,000円は、九州新幹線建設に伴

う環境対策の完了による精算に伴うもので

す。 

 次に、30ページをごらん願います。 

 ２段目の、都市計画総務費の不用額2,438

万円は、主に公園維持費の事業費確定に伴う

執行残によるものです。 

 次に、31ページをごらん願います。 

 １段目の、街路事業費の不用額100万3,000

円と２段目の都市公園費の不用額72万3,000

円は、事業費の確定に伴う執行残によるもの

です。 

 以上が、一般会計における歳入歳出です。 

 次に、翌年度への繰り越し分につきまして

御説明いたします。附属資料の74ページから

80ページに記載していますが、79ページをご

らん願いたいと思います。 

 明許繰越の都市計画課計としては､最下段

のとおり25カ所の48億4,357万1,000円です。 

 繰り越しの主な理由としては、関係機関と

の協議・調整等に不測の日数を要したことな

どにより、やむを得ず次年度に繰り越したも

のです。 

 次に、80ページをごらん願います。 

 事故繰越について御説明いたします。 

 １カ所、15億7,000万円の事故繰越が生じ

ております。この理由につきましては、連続

立体交差事業において、技能者等の確保が困

難となり、やむを得ず事故繰越したもので

す。なお、現在は技能者が確保でき工事は順

調に進んでいるところです。 

 以上で、都市計画課の説明を終わります。

よろしくお願いします。 

 

〇宮本下水環境課長 下水環境課長の宮本で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 まず､定期監査における公表事項はござい

ません。 

 次に、決算について御説明いたします。説

明資料の32ページをお願いいたします。 

 32ページから34ページまでが、一般会計の

歳入ですが、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 32ページの２段目の国庫支出金につきまし

ては､予算に対しまして3,078万3,000円の減

となっております。これは主に､最下段の農

山漁村地域整備交付金の国庫内示減及び繰り

越しと、33ページの３段目の下水道指導監督

事務費の事業費確定に伴うものでございま
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す。 

 次に、34ページの雑入が予算に対して139

万7,000円の増となっておりますが、これは

流域下水道事業特別会計からの一般会計への

償還金でございます。 

 続きまして、35ページから37ページは、一

般会計の歳出でございます。 

 35ページ２段目の公害規制費の不用額421

万7,000円は、生活排水対策総合促進事業と

生活排水対策適正処理重点推進事業の執行残

によるものです。 

 同じ35ページ３段目の、環境整備費に繰り

越しが１億7,236万円生じておりますが、こ

れは後ほど、附属資料で御説明いたします。 

 次に、36ページの１段目の土地改良費の不

用額2,627万3,000円につきましては､団体営

農業集落排水事業費の国庫内示減に伴う執行

残などによるものです。 

 同じ36ページの４段目の漁港建設管理費、

一番下の段の都市計画総務費にそれぞれ1,31

2万6,000円と830万円の繰り越しが生じてお

りますが、これも後ほど附属資料で御説明い

たします。 

 次に、流域下水道事業特別会計について御

説明申し上げます。 

 38ページから41ページまでが流域下水道事

業特別会計の歳入で、不納欠損額、収入未済

額はありません。 

 38ページ最上段の分担金及び負担金が、予

算に対し5,489万8,000円の増となっておりま

すのは、球磨川上流及び八代北部流域下水道

において流入汚水量による精算により、市町

村からいただく維持管理負担金がふえたため

でございます。 

 また、39ページ１段目の国庫支出金が､予

算に対して３億2,479万1,000円の減となって

おりますのは、熊本北部及び球磨川上流の流

域下水道建設事業費の繰り越し及び事業費減

に伴うものでございます。 

 次に、40ページの３段目の繰越金が、予算

に対し６億289万1,000円の増となっておりま

すのは、主に前年度からの繰越金でございま

す。 

 41ページの２段目の県債が、予算に対して

9,800万円の減となっておりますのは、流域

下水道建設事業費の繰り越し及び事業費減に

伴うものでございます。 

 42ページから44ページまでが、歳出でござ

います。 

 42ページ土木費の不用額２億は、主に熊本

北部、球磨川上流及び八代北部流域下水道の

維持管理費と建設費に係る執行残によるもの

です。 

 続きまして、繰り越しについて御説明いた

します。附属資料の81ページをお願いしま

す。 

 81ページから86ページまでが、下水環境課

における繰り越し事業でございます。 

 一般会計につきましては、84ページの最下

段に記載のとおり、32カ所、１億9,378万6,0

00円の繰り越しがございます。これは、主に

県有施設の合併浄化槽設置に係るものです

が、施工箇所が多く設計に不測の日数を要し

たことなどにより、やむなく繰り越したもの

でございます。 

 特別会計につきましては、85ページの最下

段に記載のとおり、６カ所で３億2,432万6,0

00円の繰り越しがございます。繰り越しの主

な理由は、改築更新機器の機種選定等に不測

の日数を要したことなどにより、やむなく繰

り越したものでございます。 

 また、86ページに１カ所1,800万の事故繰

越がございますが、これは掘削を行いました

ところ軟弱地盤層が確認されたことにより、

工事施工に不測の日数を要したためでござい

ます。 

 以上で、下水環境課の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

 

〇持田河川課長 河川課長の持田でございま
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す。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、今年度の定期監査におきます

公表事項はございません。 

 それでは、お手元の資料に基づきまして、

河川課の歳入歳出決算について御説明申し上

げます。45ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございます。 

 最上段が、分担金及び負担金になります。

これは、海岸事業に伴う市町村分担金、それ

から河川総合開発事業、いわゆるダム事業に

伴う利水者負担金でございます。いずれも、

不納欠損額、収入未済額ともにございませ

ん。 

 下から３段目は、使用料及び手数料でござ

います。46ページにかけてが、内訳になりま

す。 

 まず、収入未済額として46ページ最上段の

河川敷占用料で40万3,000円、２段目の土石

採取料で295万2,000円、３段目の海岸占用料

で17万2,000円が生じております。河川敷占

用料につきましては、申請者の死亡や生活困

窮などによるもの、土石採取料及び海岸占用

料につきましては、申請者の経営難でござい

ます。 

 これらの収入未済につきましては､これま

でも出先機関と連携をしながら解消に努めて

いるところでございますが、引き続き解消に

向けて努めてまいります。 

 続きまして、下から４段目が国庫支出金で

ございます。予算現額と収入済み額との比較

が69億898万8,000円の減となっております。

これは、46ページから48ページまでにその内

訳を示しておりますとおり、災害復旧事業や

国庫補助事業等の繰り越しによるものでござ

います。 

 続きまして、48ページの上から６段目の財

産収入でございますが、実績がなかったため

調定額、収入済み額、不納欠損額、収入未済

額、いずれもございません。 

 次に、その下段の諸収入ですが、収入未済

額３億2,473万1,000円が生じております。 

 主な内訳でございますが、説明資料の50ペ

ージをお願いいたします。 

 ３段目の雑入を、よろしくお願いいたしま

す。この欄の収入未済額３億1,018万1,000円

は、備考欄に記入しておりますとおり、海砂

利超過採取に係る過料それから海砂利超過採

取に係る不当利得返還請求金でございます。 

 この２件は、平成22年度と平成24年度の海

砂利超過採取に起因するものでございます。 

 なお、この海砂利超過採取に伴う過料及び

不当利得返還金の総額は３億2,400万8,000円

でございましたが、そのうち平成25年度まで

に約1,500万円が納付されているものの、ほ

とんどが未収となっております。 

 これまでの対策といたしましては、納期限

到来後に督促状を発送し、督促状の納期限到

来後に事業者を訪問いたしまして納付を催告

するとともに、納付がない場合には強制執行

を行わざるを得ないことを説明いたしまし

て、こうした各事業者の財産調査を実施して

おります。 

 その後、事業者からの聞き取り等で把握を

いたしました各事業者の経営状況や財産調査

の結果などを踏まえ、精力的に徴収に取り組

んでおります。 

 具体的には、事業収入の見込みがある事業

者につきましては分納計画の提出を求め、計

画的に納付させることを目指しております。

一方、事業収入の見込みがない事業者につき

ましては、定期的に訪問して状況を把握する

とともに、納付を働きかけております。今後

も、引き続き粘り強く徴収に取り組んでまい

ります。 

 次に、51ページ最上段の年度後返納の収入

未済額1,455万円につきましては、工事前払

金の返納金でございます。 

 本件は、前払金の返納を業者に求めている

ものですが､業者の経営悪化により返納され

ず未収金となっているものです。現在この法
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人が清算手続中でございますので、その状況

の把握に努めるとともに、引き続き法人に対

して弁済を求めてまいります。 

 歳入につきましては、以上でございます。 

 続きまして、歳出につきまして御説明申し

上げます。52ページをごらんください。 

 まず上から２段目の、河川海岸総務費につ

きまして3,513万9,000円の不用額を生じてお

ります。これは、主に人件費等の不用残でご

ざいます。 

 続きまして、その下の河川改良費につきま

して、1,389万円の不用額を生じておりま

す。これは、主に河川等災害関連事業におき

まして、单阿蘇村から受託した事業が想定よ

りも尐ない事業費で事業を完了したことによ

るものと、この事業に係る事務費の執行残で

ございます。 

 続きまして、53ページ最上段の海岸保全費

につきまして、74万円の不用額を生じており

ます。これは建設海岸における流木処理事業

の事業完了による執行残と、事業に係る事務

費の執行残でございます。 

 ２段目の水防費でございますが、127万8,0

00円の不用額は､執行残でございます。 

 続きまして、３段目の土木災害復旧費で３

億9,695万円の不用額を生じております。 

 その主なものは、河川等補助災害復旧費で

３億9,621万6,000円の不用を生じております

が、これは備考欄に記載しておりますとお

り、災害費の額の確定による不用が主なもの

になります。 

 また、54ページの河川等卖県災害復旧費の

不用額73万4,000円につきましては、入札に

伴う執行残になります。 

 続きまして、繰り越しについて説明申し上

げます。 

 恐れ入りますが、附属資料の87ページをお

願いいたします。 

 87ページから118ページまでが、繰り越し

事業を掲載しております。 

 そのうち明許繰越といたしましては、115

ページの最下段になりますが、箇所といたし

まして319カ所、額で114億7,567万8,000円と

なります。 

 続きまして、事故繰越といたしましては、

こちらは118ページの最下段になりますが、

箇所といたしまして53カ所、金額で25億6,69

6万円となります。 

 河川課の合計は、箇所として372カ所、額

で140億4,263万8,000円となります。これら

は資材不足等により年度内完了が困難になっ

たものや、地元や関係機関との調整、用地交

渉等に不測の日数を要したため、やむなく次

年度へ繰り越したものものなどでございま

す。 

 なお、事故繰越箇所につきましては、９月

１日の現在の進捗率が80％以上の箇所が大半

を占めておりますので、全箇所今年度内事業

完了の予定でございます。 

 以上で、河川課の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇平山港湾課長 港湾課長の平山でございま

す。 

 まず、定期監査における公表事項はありま

せんので、決算の概要について御説明いたし

ます。 

 なお、港湾課においては一般会計と港湾整

備事業特別会計及び臨海工業用地造成事業特

別会計の２つの特別会計がございます。 

 まず、一般会計について御説明いたしま

す。 

 一般会計の歳入については、説明資料の55

ページから59ページでございます。説明資料

の55ページをお願いいたします。 

 最上段の、分担金及び負担金においては、

不納欠損、収入未済額はありません。 

 56ページをお願いいたします。 

 上から４段目の使用料及び手数料において

は、港湾区域占用料で不納欠損額が２万1,00
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0円でございます。これは、長洲港におい

て、経済的困難により消滅時効の成立に伴う

ものでございます。また、港湾区域占用料で

収入未済額が６万2,000円でございます。こ

れは、三角港において申請者の業績不振で未

納となっているものでございます。 

 57ページの最上段の国庫支出金、58ページ

の上から４段目の財産収入、59ページの上か

ら２段目の諸収入においては、いずれも不納

欠損、収入未済額はございません。 

 最下段の、開発指定事業高率補助精算金の

予算現額に対する収入増は、更新地域に伴う

特例による過年度事業に係る国庫補助精算金

の内示増によるものでございます。 

 次に、一般会計の歳出について、説明資料

の60ページから61ページで御説明申し上げま

す。説明資料の60ページをお願いいたしま

す。 

 最上段の土木費で、不用額が2,284万1,000

円でございます。 

 その内訳は、２段目の港湾管理費における

不用額が292万3,000円、次の段の港湾建設費

の不用額798万円、及び61ページの上から２

段目の空港管理の不用額1,193万9,000円で、

いずれも入札残及び事務費の執行残でござい

ます。 

 次に、港湾整備事業特別会計について御説

明いたします。説明資料は62ページから63ペ

ージでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、説明

資料の62ページをお願いいたします。 

 最上段の使用料及び手数料において不納欠

損額が104万1,000円、収入未済額が516万円

でございます。 

 不納欠損額の内訳は、重要港湾使用料で10

4万1,000円、これは三角港において業績不振

により消滅時効の成立によるものでございま

す。 

 また、収入未済額の内訳は、附属資料の16

6ページに記載しておりますが、本渡港にお

ける地方港湾使用料で131万9,000円、八代港

及び三角港における重要港湾使用料で384万

1,000円です。これらは、いずれも港湾施設

使用者の業績不振等によるものでございま

す。 

 62ページに戻っていただきます。 

 中段から、国庫支出金､財産収入、繰入金

及び繰越金について不納欠損、収入済み額は

ございません。 

 63ページをお願いいたします。 

 最上段の諸収入の雑入において、収入未済

額が2,043万7,000円でございます。 

 別冊の附属資料の166ページに記載してお

りますが、このうち1,920万4,000円について

は、三角港において倒産した施設使用者の建

物にアスベストが使用されていたため、飛散

の危険性があったことから、港湾管理者が行

政代執行法に基づき建物の撤去を行った費用

でございます。 

 残りの収入未済額120万3,000円は、熊本港

旅客ターミナル内レストランの電気及び水道

代、並びに八代港における電気代でございま

す。これは、事業者の業績不振によるもので

ございます。 

 資料の63ページにお戻りください。 

 最下段の県債について、不納欠損、収入未

済額はございません。 

 なお、一般会計と港湾整備事業特別会計の

未収金対策につきましては、電話及び臨戸催

告等による早期納付及び分割納付を促すとと

もに、財産があるものについては差し押さえ

等の法的措置の検討を行っているところでご

ざいます。 

 次に歳出についてでございます。説明資料

の64ページをお願いいたします。 

 土木費で4,617万8,000円の不用額がござい

ます。 

 内訳としましては、施設管理費4,551万1,0

00円で、消費税の確定申告に伴う納付額の

減、港湾管理関係の委託及び修繕費の入札
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残、人件費及び事務費の執行残でございま

す。 

港湾整備費は66万8,000円で、事務費の執

行残でございます。 

 次に、臨海工業用地造成事業特別会計につ

いてでございます。説明資料は、65ページか

ら66ページでございます。 

 まず、臨海工業用地造成事業特別会計の歳

入についてでございます。説明資料の65ペー

ジをお願いいたします。 

 財産収入、繰入金、繰越金、及び説明資料

の66ページの諸収入ともに、不納欠損、収入

未済額はございません。 

 次に歳出についてでございますが、説明資

料の67ページをお願いいたします。 

 上から３段目の、公債費の不用額1,000円

は、起債の利子の償還に係る端数の残でござ

います。 

 以上で、一般会計、特別会計の歳入歳出に

関する説明は終わります。 

 次に、決算特別会計附属資料の平成25年度

繰り越し事業書について御説明いたします。 

 資料の119ページから128ページでございま

す。 

 資料の127ページに、一般会計において57

カ所、22億2,307万1,000円、また128ページ

に港湾整備事業特別会計で２カ所、1,503万

7,000円、合計59カ所、22億3,810万8,000円

を次年度へ繰り越しいたしました。これらは

繰り越し理由欄に記載しておりますとおり、

関係機関との調整に不測の期間を要した等の

理由によるものでございます。 

 なお、繰越額のうち11億462万8,000円は、

国の緊急経済対策に係る補正予算に対応する

ものでございます。 

 繰り越した59カ所のうち、９月末現在で34

カ所が完了しております。その他の箇所につ

きましても、引き続き早期の完了に努めてま

いります。 

 次に、附属資料の171ページから172ペー

ジ、平成25年度不納欠損に関する調べを記載

しております。 

 一般会計の港湾区域占用料で１件、2万1,0

00円の不納欠損額でございます。 

 また、次のページの港湾整備事業特別会計

の重要港湾使用料で１件、104万1,000円の不

納欠損額でございます。いずれも回収できる

資産がなく、消滅時効が成立したことによる

ものでございます。 

 次に、説明資料の178ページに、平成25年

度県有財産処分一覧表を記載しております。 

 平成25年度における売却処分益は、百貫港

で２件、水俣港で４件、八代港で１件の、合

計７件で、収入合計額は１億232万6,813円で

ございます。 

 以上で、港湾課の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇緒方砂防課長 砂防課長の緒方でございま

す。 

 まず、定期監査におけます公表事項はござ

いません。 

 続きまして、決算について御説明します。

委員会説明資料の68ページをお開きくださ

い。 

 歳入について御説明します。68ページ１段

目の分担金及び負担金につきましては、不納

欠損額、収入未済額ともにございません。 

 次に、６段目の国庫支出金につきまして

も、不納欠損額、収入未済額ともございませ

ん。 

 予算額に対しまして38億2,750万5,000円の

収入減となっておりますのは、繰り越しによ

る事業費減に伴う国庫支出金の減でございま

す。 

 次に、69ページ３段目の繰越金につきまし

ても、不納欠損額、収入未済額ともございま

せん。 

 続きまして、歳出について御説明します。

委員会説明資料の70ページをお開きくださ
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い。 

 砂防費につきまして、不用額が２億226万

1,000円生じております。 

 主な理由は、入札に伴う執行残及び事務費

の執行残でございます。 

 続きまして、繰り越しについて御説明しま

す。附属資料の129ページから150ページにか

けまして砂防課の明許繰越を記載しておりま

す。 

 150ページの最後の行に記載しております

とおり、繰り越しは合計で151カ所、45億9,5

33万6,000円を生じております。 

 繰り越しの主な理由としましては、境界確

定や相続に伴う登記処理、地元関係機関との

調整及び工法の検討等のために不測の日数を

要し、やむを得ず次年度へ繰り越したもので

ございます。いずれも、発注済みもしくは発

注等の手続中でございまして、年度内に完了

する予定でございます。 

 次に、附属資料の151ページから153ページ

にかけまして、砂防課の事故繰越を記載して

おります。 

 153ページの最後の行に記載しております

ように、繰り越しは合計で15カ所、24億7,15

7万円生じております。 

 事故繰りの理由としましては、東日本大震

災からの復旧・復興に伴う資機材及び労働者

不足により工事が遅延したため、やむを得ず

次年度へ繰り越したものでございます。いず

れも発注済みで、年内には全ての工事が完了

する予定でございます。 

 以上で､砂防課の説明を終わります。よろ

しくお願いします。 

 

〇田邉建築課長 建築課長の田邉でございま

す。 

 まず、定期監査における公表事項はござい

ません。 

 続きまして、決算について御説明いたしま

す。 

 まず歳入でございますが、説明資料の71ペ

ージから73ページに記載をしております。 

 内容につきましては、使用料及び手数料､

国庫支出金、財産収入、諸収入及び繰越金で

ございます。いずれも、不納欠損及び収入未

済はございません。 

 主なものを御説明申し上げます。説明資料

の71ページをお願いいたします。 

 ３段目の、土地開発行為許可申請手数料

と、６段目の土地建物取引業免許申請手数料

につきましては､予算に対してそれぞれ114万

8,000円、405万4,000円の増となっておりま

す。これは、それぞれの申請件数が見込みよ

り多かったためでございます。 

 また、４段目の建築確認申請手数料につき

ましては、896万9,000円の減となっておりま

す。これは、申請件数が見込みより尐なかっ

たためでございます。 

 次に、72ページをお願いいたします。 

 ３段目以降の国庫支出金につきましては､

予算に対して786万9,000円の減となっており

ますが、これは４段目の社会資本整備総合交

付金の事業費確定に伴う減が主な理由となっ

ております。 

 次に、歳出について御説明いたします。説

明資料の74ページをお願いいたします。 

 上から３段目の、建築指導費における不用

額2,431万6,000円につきましては、主に当課

所管の法令に基づく確認検査事務等に要する

経費における事務費の執行残及び民間建築物

アスベスト緊急改修促進事業の入札に伴う執

行残でございます。 

 以上で、建築課の説明を終わります。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇深水営繕課長 営繕課長の深水でございま

す。よろしくお願いします。 

 まず、本年度の定期監査における公表事項

はございません。 

 続きまして、決算について御説明いたしま
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す。 

 まず歳入についてですけれども説明資料の

75ページをごらんください。 

 主なものは、繰越金の6,519万円です。こ

れらに関しまして、不納欠損及び収入未済は

ありません。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。説明資料の76ページをごらんください。 

 土木総務費の不用額1,918万7,000円につき

ましては、主に県有施設の改修等に係る工事

請負費、設計、工事管理委託の入札に伴う執

行残及び事務費の執行残です。 

 続きまして、繰り越しについて御説明をし

たいと思います。附属資料の154ページをご

らんいただきたいと思います。 

 県有施設の保全改修費で２カ所、また県有

建築物昇降機設備安全性確保事業で１カ所、

合計8,497万3,000円の繰り越しとなっており

ます。これらにつきましては、関係機関との

調整や経済対策による工事期間の確保などに

不測の日数を要したことなどにより、やむを

得ず次年度へ繰り越したものです。なお、２

カ所はほぼ完成しており、１カ所につきまし

ても現在発注の手続を行っており、早期の完

了に努めてまいります。 

 以上で、営繕課の説明を終わります。よろ

しくお願いします。 

 

〇清水住宅課長 住宅課長の清水でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 まず、今年度の定期監査における公表事項

がございますので、御説明いたします。 

 指摘の内容としましては、入居者に納付し

ていただいております敷金等につきまして、

歳入歳出外現金の現在高と、入居者から預か

っている敷金等の照合が行われてないため、

速やかに照合を行うとともに、今後は適切に

管理するようにとの指摘でございます。 

 次に､指摘に対しての対応状況について御

説明いたします。 

 県営住宅の敷金等は､退去時に還付するま

での預かり金となるため、歳入予算では受け

入れず歳入歳出外現金として扱っています。

また、敷金等の納付・還付事務は、県の財務 

会計システムで金額等をチェックしながら処

理しておりますが、このシステムでは敷金等

の現在高総額は確認できますが、入居者個々

の敷金等の額は確認できない状況です。 

 このため、住宅課にあります入居者管理シ

ステムのデータを利用し、入居者個々の敷金

等につきまして照合作業を実施しましたが、

入居者管理システムのデータの一部に入力漏

れ等が見られたため、必要な確認や修正作業

を全て行い、歳入歳出外現金の現在高と敷金

等の照合作業を先月完了いたしました。 

 最後に、今後適切に管理するようにとの指

摘につきましては、今後は毎年度に歳入歳出

外現金の現在高と各入居者の敷金等の照合を

行うとともに、敷金・保証金について適切に

管理を行ってまいります。 

 それでは、決算特別委員会説明資料の説明

をさせていただきます。 

 まず歳入関係でございますが、説明資料の

77ページをお願いいたします。 

 ３段目の、県営住宅使用料ですが、調定額

が22億2,020万7,000円に対しまして、収入済

み額が21億4,176万2,000円で、収入未済額が

6,687万8,000円となっております。 

 収入未済の状況や対策につきましては、後

ほど別冊の附属資料で御説明させていただき

ます。 

 不納欠損額につきましては、1,156万7,000

円でございますが、これは退去後、所在不明

や死亡などにより時効になったものでござい

ます。 

 同じく４段目の県営住宅用地使用料です

が、これは県営住宅の駐車場使用などでござ

いますが、調定額が１億7,504万6,000円に対

しまして、収入済み額が１億7,081万3,000円

で、収入未済額410万6,000円となっておりま



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年10月24日) 

 - 43 - 

す。 

 この理由としましても、住宅使用料と同

様、入居者の生活困窮などによるものでござ

います。 

 不納欠損額につきましては、12万7,000円

でございますが、これも退去後所在不明や死

亡などにより時効となったものでございま

す。 

 次に、78ページをお願いいたします。 

 １段目の国庫支出金につきましては、収入

済み額が予算現額に対しまして１億2,201万

7,000円の減となっておりますが、これは２

段目の社会資本整備総合交付金の繰り越し等

が主な理由でございます。 

 次に､最下段の財産収入の土地貸付料の不

納欠損額が19万3,000円となっておりますの

は、債務者が死亡したため県外在住の相続人

に対して催告を行ってまいりましたが、支払

いが行われず、平成25年10月に相続人から時

効援用の意思表示がなされ、消滅時効が完成

したことに伴い不納欠損を行ったものでござ

います。 

 79ページから80ページにかけましては、繰

越金及び諸収入について記載しております。 

 次に、歳出につきまして81ページをお願い

いたします。 

 ２段目の住宅管理費の不用額4,089万3,000

円につきましては、公営住宅維持補修費の事

業費確定に伴う執行残及び即決和解の実施等

により訴訟件数が見込みより尐なくなったこ

とによる事務費の執行残でございます。 

 また、３段目の住宅建設費の不用額4,693

万1,000円につきましては、公営住宅ストッ

ク総合改善事業費及び高齢者向け有料賃貸住

宅供給促進事業費の事業費確定に伴う執行残

等によるものでございます。 

 次に、附属資料の155ページをお願いいた

します。 

 繰り越しにつきましては、附属資料の155

ページと156ページでございます。住宅課の

繰越額計は156ページ最下段の２億7,964万8,

000円でございます。 

 繰り越しの主な理由といたしましては､全

国的な足場不足により工事着手がおくれたも

のや、国の緊急経済対策に起因するもので、

やむなく繰り越したものでございます。 

 168ページをお願いいたします。 

 １の表をごらんください。これは、先ほど

御説明しました歳入に関する調べのうち、収

入未済となっているものを一覧にしたもので

ございます。 

 上段の県営住宅使用料、いわゆる家賃の収

入未済が6,687万8,000円、２段目の県営住宅

用地使用料、これは駐車場使用料等でござい

ますが、この収入未済が410万6,000円ござい

ます。 

 表の２をごらんください。これは収入未済

額の過去３カ年の推移を示したものでござい

ます。県営住宅使用料の収入未済額は年々減

尐しておりますが、収納率で全国と比較した

場合、平成20年度末に88.8％で、全国29位だ

ったものが平成25年度末には96.5％と、全国

８位まで上昇してきております。 

 169ページの表の３をごらんください。 

 これは、収入未済額についてその状況を整

理したものでございますが、県営住宅使用料

及び県営住宅用地使用料ごとにその内容を示

しておりまして、県営住宅使用料が合計859

件の6,687万8,000円、県営住宅用地使用料が

合計363件の410万6,000円、両方の合計が1,2

22件の7,098万4,000円でございます。 

 表の４をごらんください。 

 これは、各未収金についての対策を記載し

ております。県営住宅使用料の入居者への対

策といたしましては、⑥の明け渡し請求訴訟

の確実な実施や、⑧の生活保護世帯の代理納

付につきまして重点的に取り組んでおりま

す。 

 また､退去者への対策といたしましては、

④の分納誓約の実施につきまして現在重点的
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に取り組んでおります。 

 住宅課分は、以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

〇岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 以上で、土木部各課の説明が終わりまし

た。 

 １時間以上経過しておりますので、３分間

トイレ休憩をしたいと思います。 

  午後２時13分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時17分開議 

〇岩下栄一委員長 それでは、再開いたしま

す。 

 質疑に入りますが、質疑はありませんか。 

 

〇堤泰宏委員 また住宅課です。 

 77ページと169ページ。取れないお金は仕

方がないと思いますけども、この所在不明で

すね､19名、19件、419万、所在不明。これは

所在は免許証、戸籍謄本取ればわかりゃせん

ですかね。 

 

〇清水住宅課長 おっしゃるとおり所在不明

者の方には請求のしようがないもんですか

ら、今その所在確認に力を入れておりまし

て、おととし54名ほどいらっしゃったんです

けども、それが今これまでに減ってきていま

して、現時点で言いますと10名まで減らすこ

とができました。 

 で、おっしゃるとおり住民票の請求ですと

か、いろいろな手を考えてやっておるんです

けども、どうしてもわからない方もちょっと

いらっしゃいまして、そういう方もどうにか

して、やっぱりまずは所在を確認することが

大事だということで、今取り組んでおりま

す。 

 

〇堤泰宏委員 戸籍謄本は取れぬとですか。 

 

〇清水住宅課長 戸籍謄本は取れます。 

 

〇堤泰宏委員 戸籍謄本取ると、大概わかる

ですがね。 

 

〇清水住宅課長 戸籍だけでもやっぱり、ど

うしても行方不明というか、そういうような

方もいらっしゃるもんですから。 

 

〇堤泰宏委員 それはもう県営住宅に入って

おった方なら、浮浪者じゃないですもんね､

家庭ば持っておった人だけん、戸籍謄本で追

えばかなり精度は高くわかると思いますか

ら、頑張ってください。 

 

〇清水住宅課長 一応、戸籍謄本を取って調

査はしておりますが、それでもちょっとわか

らない方がいらっしゃるのが現状でございま

す。 

 

〇岩下栄一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇鬼海洋一委員 それでは60ページ、港湾課

の港湾建設費。翌年度繰り越しですね、これ

が極めて高い状況で金額的にも張っているわ

けですが、重要港湾改修事業あるいは地方港

湾改修事業、この実態について尐しお話をい

ただきたいと思います。この中身ですね。 

 

〇平山港湾課長 60ページの港湾建設費の内

訳ということで御説明してよろしいでしょう

か。 

 

〇鬼海洋一委員 はい。 

 

〇平山港湾課長 港湾建設につきましては、

予算現額90億に対して支出68億でございまし

て、不用額798万、比較が22億2,485万4,000

円と記載しておりますけど、主に右のほうに
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書いていますとおり、災害関連の大規模漂着

流木等の処理費等に伴う費用が255万7,000

円、埋没対策の執行残と残り執行残が約530

万等でございまして、主に執行残等に伴うも

のの内容でございます。 

 

〇鬼海洋一委員 翌年度繰越額がふえた中身

について質問いたしました。 

 

〇平山港湾課長 済みません。 

 今回、港湾建設費につきましては、主に事

業等に伴いまして、特に関係者、漁協等の協

議・調整等が必要になってきます。さらに、

港湾事業等につきまして、ノリ等の作業等に

よって作業できる時期が制限されてきます。

それに伴いまして、上期での工事執行と、９

月以降になりますと、ノリ等の執行で事業が

できず翌年度に繰り越しという工事スケジュ

ールの関係で繰り越したものでございます。 

 済みません。 

 

○鬼海洋一委員 わかりました。 

 

〇岩下栄一委員長 よろしゅうございます

か。 

 

〇鬼海洋一委員 結構です。 

 

〇岩下栄一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇田代国広副委員長 入札制度についてずっ

と、どうも今一つ自分で引っかかって引きず

っておるのは、いわゆる総合評価方式です

ね。これの私が疑問に思うのは、いささか不

公平感がありはしないかという気がします。 

 行政は公平・公正が最も大事であるわけで

ございますから、そういう観点からこの総合

評価方式を捉えてみますと、いわゆる土俵に

上がった時点でＡ１の方々のピンとキリとで

は、持ち点と申しますか、そういった点数と

いうようなもので差がございまして、極端に

言うならば１億の物件を8,000万と8,500万で

入札した場合、8,500万の方が落札する可能

性さえあるような制度なんですね、極端に言

えばですよ。どうしてもＡ１のキリの方々は

土俵に上がって対等な競争ができない。した

がって、落札できないというケースが非常に

多うございます。 

 現に今回の災害におきましても、そういっ

たケースがあるわけでございますが、この総

合評価方式をとらなくてもいい事業もあるよ

うな気がするんですね。例えば、もう終わり

ましたけれども、白川の土砂の撤去作業とい

うのは、工事というのは、総合評価方式でな

くても、それぞれの業者の方々が十分能力的

にも考えますし、私ども素人でも土砂の撤去

あたりなどはわかる気がするんですよ。全て

を総合評価方式にすることによって、ある偏

った受注がなされておるのは、もう皆さん方

も存じておられると思うんですよ。 

 そういったことを考えると、やはり公平感

という観点からすると、そういった偏らない

ためにも柔軟な発注の仕方にもう尐し考えて

もらえないかというふうに思うんですけど

も、この総合評価方式に対する考え方につい

て、お話を聞いてみたいと思います。 

 

〇古澤土木技術管理課長 田代先生のほうか

らお話がありました総合評価でございますけ

ども、確かに実績をある程度点数化していく

という面がございますものですから、実績が

あるところが若干有利になるというのは事実

としてあるのかなと、側面はあるというふう

に思っております。 

 ただ、総合評価方式で発注するのはなぜか

と申しますと、いわゆる公共工事は品物が、

これから出して品質を確保するということが

まず第一だと考えております。ですから、ど

うしても実績あるいは技術力というものを評

価して入札者を決めていく、価格とあわせて
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総合的に評価していく制度だというふうに思

っております。 

 総合評価によりまして、じゃ何がどういう

ふうに変わってきたかというお話かと思いま

すけども、全体的に申しまして、いわゆる公

共工事の成績が尐しアップしてきている、そ

れだけ皆さん方は高得点を取りたい、いい品

質のものをつくりたいということで皆さん方

頑張っていらっしゃるのかなというふうに感

じております。 

 それで、先ほど先生がおっしゃいました例

えばＡ１の上の方、Ａ１の下の方を比較した

ときに、じゃ上の方は取れて下の方は取れな

くて公平性がないじゃないかというお話かと

思います。そこは我々も制度的に、完璧な制

度とは申しませんので、そのあたりを今後、

状況を見ながら勉強させていただきたいなと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

〇田代国広副委員長 この制度がなぜ私が疑

問を感じるのかというと、資本主義社会にお

いてはしっかり競争して、努力した者が報わ

れるような社会が望ましいわけですよ。とこ

ろが、このＡ１クラスにおけるその総合評価

方式があるがゆえに、Ａ２の方々がＡ１に上

がろうとしない、そういった現実がありま

す。なぜかというと、Ａ１に上がっても仕事

は取れないと、だからＡ１に上がるよりもＡ

２のほうにおったほうがいいと、非常にゆが

んだ制度だと、そんな気がするんですよね。

ですからみんなが、Ａ２の方々が努力してＡ

１に上がりたいと言えるような制度なら非常

にいい制度になるんですけども、Ａ２の方が

Ａ１に上がりたくない、上がってもＡ１にな

ったら仕事取れないからこのままがいいと、

そういった声を私は耳にするんですけども、

恐らく皆さん方の中にもそういった声は耳に

入っていると思うんですけども、この辺が非

常に大きな欠点というんですか、あるいは問

題があるような気がしてならないんですよ

ね。 

 

〇岩下栄一委員長 古澤課長、いいですか。 

 

〇古澤土木技術管理課長 先生の御意見、趣

旨、改めて私たちの心の中に届くものでござ

いますけども、今後この総合評価制度という

ものについては続けていきたいと思っており

ますので、改善すべき点があるところは改善

していきたい、そのように考えております。 

 

〇岩下栄一委員長 はい、よろしくお願いし

ます。 

 

〇田代国広副委員長 国交省がこういった制

度をつくったわけですから、国交省の制度

に、なかなか県としても、これをほごにする

わけにはいかないという点もあるかと思いま

すけども、やっぱり県民の目線に立って県の

行政というのは進めるべきだと当然思うわけ

でございますので、柔軟な対応をするよう

に、できればそういった面にも目を向けてい

ただくようにお願いしておきたいと思いま

す。 

 

〇岩下栄一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇内野幸喜委員 繰り越しがちょっと多かっ

た、これはさっき部長の報告にもありました

けれども、公共事業の急激な増加とか、それ

で資機材が不足したりとか労務者の不足と

か、これは今建設業が抱えている問題なんで

すね。今、若手の技術者も尐なく、ただ､成

富課長テレビにも出ていましたけれども、関

心を持ってもらおうということで、いろんな

建設業界の中からもいろんな取り組みをやっ

ていらっしゃいます。 

 そこで、ちょっと１つ気になったのが、建

設業じゃなくて建設関連産業と言ったらいい
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んですかね、交通誘導員の確保が困難、この

ケースは結構やっぱりあるんですよね。こう

いったことというのは、これからも結構続い

ていくんじゃないかなという気はするんです

ね。例えば、これは建設業だけではなくて、

今の小売なんかでも、小売というか外食です

ね、外食とかも人が集まらないとか、コンビ

ニなんかもなかなか日本人は入ってこない、

学生もですね。そういった状況というのは結

構今出てきているんですね。特に都市部とか

でも。この交通誘導員というこの方がいらっ

しゃらなければ、工事に着手できないわけで

すね。こういったことも含めた上での検討と

いうか考え方をしていかないといけないんじ

ゃないかなと思うんですけど、その点は建設

業だけじゃなくて関連産業も含めた形で。 

 

〇成富監理課長 おっしゃるように昨年度、

事故繰り等が発生したときは、やっぱり交通

誘導員も足らないという話もいただいていま

した。交通誘導員についても、やっぱり給料

を上げるとかいろいろな施策を打ってほしい

のは、業界からもいただいてました。ただ、

今、私どもができるのは、一応建設産業の本

体といいますか、そこをまずしっかり固めて

いこうということで、技術者、技能者を含め

てそこを今一生懸命やってますんで、それが

ある程度建設産業として成り立っていけば、

それが波及して関連産業にも尐しいいといい

ますか給料を上げれるような体質になってい

けばというふうには今思ってます。 

 ただ、やっぱり若手人口減っておりますん

で、どの産業も人手不足が今から出てきます

んで、やはり私ども土木部としましては、ま

ず建設産業の人手確保について今できるだけ

頑張っていきたいということで、いろいろ施

策を出させていただいている状況でございま

す。 

 

〇内野幸喜委員 慢性的な、いろんな業界の

中で人手不足、これからまだ生じてくると思

うんですね。それぞれの業界での人の取り合

いになってくるんです。建設業は今、若手が

特に尐ないという中で、よりやっぱり魅力的

な業界なんだということをやっぱり打ち出し

ていかないと、今非常にきついとか、「３

Ｋ」てありますね。そういったやっぱりイメ

ージを払拭していかないと、取り合いでどん

どんほかの業界に流れていく可能性というの

はあると思います。そこは、県もしっかりと

業界とも一緒になって取り組んでいってほし

いなと思います。 

 それと交通誘導員、これは一現場に何名と

かと決まっているんですか、その工事の規模

によって決まってくるんですか。そこを、ち

ょっと聞かせてください。 

 

〇古澤土木技術管理課長 一工事と言います

か、金額ではございません、現場で例えば道

路でありますと上下線、上り下りあるとすれ

ば、それぞれの上り下りに交通誘導員あるい

は延長が長くなれば途中に誘導員を置いたり

とか、あるいは交差点であれば、それぞれの

交差点側のほうに、四つ角であれば４人並べ

たりとか､そういう現場によって積算してお

ります。 

 ただ、交通誘導員が延べ何日になるかとい

うのは、やっぱり実際現場に入って実績をと

らないといけないということで、ある程度変

更設計の対象になるのかなというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

 

〇岩下栄一委員長 内野委員、いいですか。

(「関連していいですか」と呼ぶ者あり)は

い、溝口委員。 

 

〇溝口幸治委員 役所の中も人手不足だと思

うんですよね、特に災害とかあって大変だと

思いますし。よく聞くのは最近、振興局とか
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出先も人がどんどんどんどん減っているの

で、現場をやっぱり幾つも抱えていらっしゃ

って、本当は現場に来て打ち合わせをやった

ら一目瞭然でわかるんだけど、取りあえず写

真だけ撮って送ってくれということで、そう

いうやり取りをすると、本当は誘導員は、例

えばですよ、本当は３人ぐらいでいいって現

場は判断、現場というか業者さんは判断して

いるんだけど、そういう現場だったら写真か

らいくと何人だということで、本当は減らし

ていいのに多くなければならないとか、そう

いうのもいっぱいあるし、例えば建設会社の

人というのはだんだんだんだん知識があるの

で、経験も豊富なので、昔はこういう事例で

って言うけど、担当者によっては若い方だと

経験が不足したり、なかなか現場の経験がな

かったりすると、なかなか通じないというと

ころもあるというふうに聞いてますので、そ

れは、きょういらっしゃる方々はいい時代も

厳しい時代も経験されてる方々なのでわかる

と思いますけど、今の若い人ってもう厳しい

時代だけなんですよね、もう。本当に皆さん

たちの時代は、若いころは出張があったり研

修があったりというのも豊富にあった時代だ

と思いますけど、今もう若い人たちも出張に

行く金もなければ研修を受ける研修費も削っ

てきたということで、非常にやっぱその知識

も含めて技術も含めて問題じゃないかなと思

いますので、その辺も何か徐々に充実してい

けるような形をとっておかないと、あと３

年、５年したときには役所の中がすっからか

んで、なかなか業者さんの言いなりというか

業者さんの提案ばっかりになってしまって、

役所側のことがわからないということもある

かもしれないし、やっぱ同じ業者さんも、業

界のほうも勉強して知識をふやしていただ

く、役所のほうも同じようにレベルアップを

していかないと非常に将来が不安だなと思い

ますので、その辺の体制整備もぜひしっかり

取り組んでいただきたいと思いますが、今そ

ういう取り組みもなさっていると思います

し、今後どういうふうにそこを考えていくの

かということを。どなたですか。 

 

〇古澤土木技術管理課長 委員御指摘のよう

に土木行政、昔の我々の時代の若いころと今

とでは相当の社会・経済情勢が変わってきて

いるし、新たな行政需要だとかあるいは行政

ニーズ、そういった課題は非常に多岐にわた

っていて、あるいは専門的になっていたりと

か高度化したりとか、そういった業務になっ

てきていると思います。 

 そういう中で受注したんでしょうけど､我

々発注者、土木技術職員の技術をいかに育成

していくかということは、我々も非常に大き

な課題だと考えております。ただ、これまで

いわゆる行財政改革の中で職員数の減という

か、そういうのがあっております。また、そ

れに伴って若手職員もやっぱり採用が減って

きていると。加えて、いわゆる団塊の世代と

は申しませんけど、そういった熟練の方々の

退職というのが非常に大量にされてます。 

 今、職員の年齢構成、いわゆるピラミッド

的に見ますと、若手が非常に尐ないというこ

とでございまして、先生おっしゃるように我

々の年代から若い人たちにどういうふうに技

術を継承していくかということが課題だと、

緊急の課題というふうに思っています。 

 それで、今でございますけども、若手職員

に対して、いわゆる先生おっしゃるように現

場で学ぶことが非常に多いと思っています。

今の新規採用された職員から、入庁から３年

ぐらいの子たち、その初任地が３年ぐらいだ

と考えますけども、そちらで、いわゆる現場

での対応力を育てていくということで、今の

現場の監督事務に特化した、いわゆるＯＪＴ

といいますか職場研修をしております。 

 ここで、じゃ指導する職員がそれだけの時

間を割いてやっぱり指導していかなくちゃい

けないということになると、その時間をつく
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ってあげなくちゃいけないという話になるん

だろうと思います。そこはやはり､先生も御

存じかと思いますけども、現場業務委託とい

うのをやっておりますけども、そこもある程

度きれいに整理して、どこまでを外注しどこ

までを我々のことで、事務でやっていくかと

いうことも整理しながらやっていきたいと思

ってます。 

 この職員研修といいますか人材育成という

のは、ここ一、二年で済むような話じゃなく

て、継続性が大事だろうというふうに考えて

おりますので、それも含めて若手それから中

堅それまで含めた形での研修なりを、あるい

は現場力の向上というものを進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

〇岩下栄一委員長 溝口委員、いいですか。 

 

〇溝口幸治委員 結構です。 

 

〇岩下栄一委員長 はい。ほかに何か、どう

してもというのは……。 

 

〇鬼海洋一委員 お久しぶりに土木関係の議

論をする場に来ましたから、私自身の認識不

足もあるかもしれませんけれども、こういう

さまざまな問題をはらみながらきているわけ

でありまして、そこで建設産業の戦略につい

て尐しお伺いしたいというふうに思います。 

 今も内野委員のほうから出ましたけれど

も、この前、県内の工業高校と建設業の協力

協定があって、その中で工業高校の生徒の皆

さん方が建設現場で実習するという状況にな

りました。監理課長もテレビでいろいろコメ

ントされておりましたから、いいことができ

たんだなというふうに思っておりますが、そ

もそもですね、熊本県のこの産業構造、建設

産業の構造を変えるということが数年前から

やられまして、特に業者が余りにも多過ぎる

と､その中で尐し構造を、例えばＡクラスだ

とかＢクラスだとかという、こういうのを尐

し整理しようということから、建設産業プラ

ンというのが出たというふうに思うんです

ね。その中で、他産業への移行支援だとかこ

ういうものを中心にやられてきました。そう

すると、最近の動きの中で、つまり建設業そ

のものの体力が非常に難しいという状況、そ

してまた、なかなか現状の仕事、発注量に耐

え得る構造、構造というか分布になっていな

いという状況等も踏まえて、そういう意味で

はこの建設産業プランつくられてきたもの

が、これまで流れてきたその精神からいうと

尐し変わっているんじゃないかというふうに

思っておるんですが、現状その中身について

再検討せざるを得ない状況にきているんじゃ

ないかというふうに思っているわけでありま

すけれども、そういう意味で業界構造を変え

るという思いでスタートしたその中身、それ

から現実になかなか、需要に耐え得ないよう

な体制、こういうものについていかがお考え

なのかということを尐しお聞きしておきたい

と思います。特に、そんな中で産業開発青年

隊とかなくしたんですよね。いえば、産業開

発青年隊はもう１回検討するだとかというこ

とも含めて、やっぱり抜本的な構造的な見直

しをどうするかと、政策的な展開をすべき時

期にきているんじゃないかというふうに思い

ますが、これは監理課長でしょうか、御答弁

いただくのは。 

 

〇成富監理課長 建設産業プランをつくりま

して、技術と経営にすぐれた建設業をつくっ

ていくと。その一環として23年６月に、おっ

しゃるようにＡ１、Ａ２に基本的に360社を

育てていくというような大きな方針を出して

向かってきました。 

 ただ、おっしゃるように、そのときには基

本的に公共事業費はある程度減っていくだろ

うという見通しで23年６月建設産業プランと
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合わせて発注標準の見直しをしたわけでござ

いますけれども､その減っていく途中で政権

がかわりましたし、熊本広域大水害という熊

本県独自の事件といいますか事態が生じまし

て、基本的にそういう公共事業が尐し熊本県

としては伸びました。経済対策も伸びまし

た。 

 私どもとしては、そういうときにも対応で

きるようなＡ１、Ａ２の建設産業であってほ

しいと思ってたんですけども、実態はやはり

思った以上に疲弊してました。やっぱり人手

不足とかいう、人材がいなくなってたと、資

機材ももう減らしているということで、急激

な公共事業に対応できるような体力がもう既

に失われていた状態にありました。 

 改めて、この建設産業をどうしていくかと

いうことを考えるときには、もう一度やっぱ

り建設産業、本当に、今のようにスリム化と

いいますか､ペーパーカンパニーと言うとち

ょっと言い過ぎかもわかりませんけども、全

てリースとか人を抱えないというような、こ

ういう産業として育てていくのか、もう尐し

やっぱりちゃんと人を雇ってちゃんと機器も

保有して、足腰が本当にそういうものを持っ

て強く産業として成り立つという、この辺を

しっかりちょっと見きわめないといけないと

いう時期にきているのかなと。 

 そうするためには、やっぱり今まで建設産

業、発注者側からすると元請中心に基本的に

考えてました。元請に対してどれだけ公共事

業を発注していけばその元請が成り立つと､

それから先の下請構造は基本的に民民の世界

ということで、ある程度そこは民民の世界だ

から口出しをしないという形にしてもらいま

したけども、そういう形がよかったのかどう

かわかりませんけども、今はやっぱりそこの

下請さん、専門工事業団体と言うんですけ

ど、技能士さんたちがいる、そこが本当に人

がいなくなってますから、元請さん方が仕事

ができなくなってくるという事態が生じてま

す。だから、もう１度そこも含めて、建設産

業というのは元請だけじゃなくてそういう専

門工事業、１次下請、２次下請この構造を含

めてどうしていくかというのは、委員おっし

ゃるようにもう一度ちょっと再検討を、業界

と一緒に、これは業界というのは建設業協会

だけじゃなくて専門工事業団体、そこも含め

て、技能士の、ここも含めて今やっていかな

いと、本当に５年後、10年後は人がいなくな

るという心配があります。人がいなくなれ

ば、公共事業を発注してもする人がいないし

維持管理もできません。 

 だからそこからもう一度、おっしゃるよう

に立ち返って、建設産業全体をどう立て直す

かというのを考えていかないとということ

で、まず今年度は人材育成と技能士数、この

辺をしっかり育てていこうと。それから、や

っぱりそうすると賃金といいますか、ある程

度の給料を確保できるような、利益を出すよ

うな仕組みにしていかないといけませんの

で、そのために発注者は何をしないといけな

いかというのも､もう一度改めて考えいかな

いといけないということになってますんで、

ある程度利益が出るような仕組みも行政とし

ては考えていかないといけない。で、担い手

を確保していく、それでもう１回この熊本県

建設産業をどうやってつくっていくかという

のをもう一度、業界いろいろな団体と一緒に

考えていきたいというふうに思ってます。そ

れで若手を確保していきたいというふうに思

ってます。 

 

〇鬼海洋一委員 おっしゃるとおりだと思う

んですね。私たちは産業開発青年隊なくする

ときにも随分議論したんですね。そのとき

に、今ある意味での客観的にあるいは主体的

に熊本県下の状況をどう見るかという意味で

は、尐し整理をしながら、そして産業界とい

いますか建設業界の体制を強化をするという

ことをしながらやっていきたいということ
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で、建設産業プランというのはその中に出て

きたんですよ。ところが、そのときに考えた

状況と今日社会的な変化というのは尐し考え

なければならない要素が出てきているんじゃ

ないかというふうには思います。例えば、

今、国は強靱化政策を出しました。この中

で、例えば公共の施設、こういうのが耐用年

限を過ぎてずっと整備していかないかぬとい

う状況になってきている。そういうものに耐

え得る業界としての、そういう需要に耐え得

る能力を現下持っているのかどうかというこ

とについても、さまざまな問題がある。そし

てこの前、さっき言いましたように工業高等

学校が現場に行くということについて推奨し

ている。じゃ、あのとき議論した産業開発青

年隊を解散をしたということはどういうもの

だったのかということを含めて、じゃ各工業

高校の土木関係なり建設関係のその分野とい

うのが現状でどうあるかということを考えて

みると、そこだって問題になっているわけで

しょう、各企業、学校のですね。そういう意

味では､もう１回その辺の根本的な状況につ

いて見直す、そして明確な熊本県としての新

たな段階におけるこの産業構造の変化に伴う

建設業の戦略というものについて見直してい

くべき時期に来ているんじゃないかというこ

とを意見として申し上げておきたいというふ

うに思います。そこで何かそういう思いで、

私発言いたしましたが、部長、答弁があれば

お答えいただきたいと思います。 

 

〇猿渡土木部長 今、監理課長からお話しし

ましたように、県内のやはり建設業というの

は疲弊をしておりますけれど、全国的にもや

はり行き過ぎた受注競争等がありまして疲弊

をしているというような状況であります。 

 こういった疲弊した業界の現状をどうかし

ようということで、現在といいますか、こと

しの６月だったと思いますが、建設３法、品

確法、入契法それから建設業法の改正があり

ました。これの大きな柱というのが中長期的

な担い手の確保というようなことでありま

す。 

現在、品確法のその運用指針といいますか

――を、国のほうで今つくっていただいてい

るところです。もちろん、これまで地方公共

団体のほうにも意見照会があって、こちらか

らも意見を出しまして、その指針を年内につ

くるというようなことになっております。 

 そういうことを受けながら、我々も熊本県

内の建設業の中長期的な担い手の確保につい

てはしっかりとやっていかなければいけない

ということで考えているところでございま

す。 

 そしてまた、今お話がありましたように人

材育成、人材確保につきましては、県それか

ら学校関係者そして業界という３者で、あり

方検討委員会を進めておりますので、そうい

う中でどういう形でそういう担い手の育成、

人材確保、こういったものを進めていったら

いいかということを、これまた年度内にそう

いうものを作成していきたいというような予

定にしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇鬼海洋一委員 やっぱり尐し考えないかぬ

時期にきているんじゃないかなというふうに

思いますので、ぜひよろしくお願いしておき

たいと思います。 

 

〇岩下栄一委員長 大変重要な議論の展開に

なりましたけれども……。(発言する者あり) 

 

〇堤泰宏委員 今ですね、監理課長さんそれ

から技術管理課長さん、部長さんのお話聞き

ましたけども、私はそんな甘いもんじゃない

と思うんですね。もう国の借金が今1,280何

兆、これ若い人みんな知ってますよ。将来、

公共事業がどうなるのかね。だから行かない

んですよ。 



第４回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年10月24日) 

 - 52 - 

 それから、公共事業が全盛時代に、一番第

一線で働いておったのは農家の人たちです

よ。特に私は、もう体験談で言いますけど

ね、私の同級生なんかは百姓しよって、ほと

んど土方に行っていましたよ。それも年取っ

た。しかし、子どもたちには百姓を継がせな

い、土木の仕事も、孫請、下請がきても、阿

蘇辺の人は市内あたりに人夫に出てこない､

来れない。専従土木従事者というのは、現場

員の何割ですよ。ほとんど兼業農家または、

漁師の方は私知らぬけども、恐らく漁家の方

も出てきておられたと思うですね。我々の団

塊の世代、人間がたくさんおって農業しなが

ら、もう現金稼ぎは必ず土方に行くと。そう

いう人たちがだんだん淘汰されてきて、農家

にも跡取りがいない。すると国はもう財政破

綻しておる､将来どうなるか。若い人は自分

の人生考えますよね。ですから、私たちがど

んなに自分たちのことを中心に考えて、イン

フラ整備をせにゃいかぬ、土木の作業員をつ

くらにゃいかぬ、技術屋をつくらにゃいかぬ

と言っても、将来性のないところには若い人

は就職しませんよ。昔は、熊大、九大、土木

部、難しかったね、工学部の土木科、建築

科。今はですね、今も難しいけども、昔に比

べると事情が大分変わっておるですね。それ

は、もう若い人たちの選ぶ権利だから、どん

な育てようと思っても育たないですよ。とい

うことは、新しい展開を考えにゃいかんです

よね。将来、予算はもっと減りますよ。その

予算が尐なくなった中で道路の維持管理、橋

梁の維持管理、上下水道の維持管理を公共事

業でどう賄っていくか、僕はそっちのほうを

考えたほうがいいと思うんですね。 

 答えは要らぬですよ。皆さんがそれを答え

ると大ごとになる、私も言うてよかか……。

言うたですけどね。 

 

〇岩下栄一委員長 ありがとうございまし

た。 

 いろんな問題提起がございましたが、今

後、建設委員会等での議論にまた委ねていき

たいというふうに考えています。 

 時間が随分経過しましたので、このくらい

で終結してよろしゅうございますか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇岩下栄一委員長 はい。それでは本日の決

算特別委員会を終了いたします。大変お疲れ

さまでした。 

  午後２時52分閉会 
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